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(57)【要約】
　本発明の多様な実施形態は端末及び基地局に対して説
明する。本発明の多様な実施形態はＦＤＤダウンリンク
キャリアでＳＲＳを送信し、ＦＤＤダウンリンクキャリ
アでＳＲＳを効率的に設定及び送信し、従って、ＦＤＤ
システムがチャネル相互性を有すると共に大規模多重ア
ンテナシステムにさらに適合とする方式に対して説明す
る。本発明の多様な実施形態は、ＦＤＤシステムのアッ
プリンクキャリアがアップリンク信号及びダウンリンク
信号を送信可能である場合のＳＲＳ送信方法及びデバイ
スに対して説明する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アップリンクサウンディング参照信号(uplink sounding reference signal;ＳＲＳ)を
送信するための方法であって、
　端末により、ＳＲＳの設定及びトリガーリング情報を取得するステップと、
　前記ＳＲＳ設定及びトリガーリング情報に基づいて前記ＳＲＳの送信が位置されるキャ
リア及びサブフレームを決定するステップであって、前記ＳＲＳの送信が位置されるキャ
リアは、フレキシブルデュプレックス(flexible duplex)のアップリンクキャリア又はＦ
ＤＤシステムにおけるダウンリンクキャリアであるステップと、
　前記端末により、ＳＲＳ電力制御情報を取得してＳＲＳ電力値を決定するステップと、
　前記端末により、前記決定されたキャリア及びサブフレームで前記決定されたＳＲＳ電
力値で前記ＳＲＳを送信して、基地局がチャネル情報を推定するようにするステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　ＦＤＤアップリンクキャリア及びＦＤＤダウンリンクキャリアが相異なるサービングセ
ルを構成する場合、前記端末は、各サービングセルに対応するＳＲＳ設定及びトリガーリ
ング情報を取得することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＳＲＳの送信が位置されるキャリアを決定する動作は、
　前記ＳＲＳ設定及びトリガーリング情報でキャリア方向インジケータを搬送するステッ
プであって、前記キャリア方向インジケータは、前記ＳＲＳの送信が位置されるキャリア
がアップリンクキャリア又はダウンリンクキャリアであることを示すステップ、又は、
　ＦＤＤアップリンクキャリアが前記フレキシブルデュプレックスのアップリンクキャリ
アである場合には、前記設定及びトリガーリング情報を搬送する上位階層シグナリングが
位置されるキャリアを、前記ＳＲＳの送信が位置されるキャリアとして決定するステップ
、又は、
　ダウンリンクキャリアに対応するサブフレーム及びアップリンクキャリアに対応するサ
ブフレームを予め設定し、前記設定及びトリガーリング情報を搬送する上位階層シグナリ
ングが位置されるサブフレームを決定し、また、前記サブフレームに対応するキャリアを
、前記ＳＲＳの送信が位置されるキャリアとして決定するステップを含むことを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＳＲＳの送信がトリガーリングタイプ１を通してトリガーされる場合、前記ＳＲＳ
の送信が位置されるキャリアを決定する動作は、
　前記ＳＲＳ送信をトリガーする物理階層シグナリングによりスケジューリングされるデ
ータが位置されるキャリアが、前記ＳＲＳ送信が位置されるキャリアとして位置されるも
のと決定するステップ、又は、
　前記ＳＲＳ送信をトリガーする物理階層シグナリングが位置されるキャリアが、前記Ｓ
ＲＳ送信が位置されるキャリアとして位置されるものと決定するステップを含むことを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　同一のサービングセル内のＦＤＤアップリンクキャリア及びＦＤＤダウンリンクキャリ
アが同一の設定及びトリガーリング情報を共有する場合、前記ＳＲＳの送信が位置される
キャリア及びサブフレームを決定する動作は、
　前記サービングセルのアップリンクキャリアがアップリンク送信だけをサポートする場
合には、ＦＤＤモードにより前記ＳＲＳ送信が位置されるキャリア及びサブフレームを決
定し、前記サービングセルのアップリンクキャリアがアップリンク送信及びダウンリンク
送信をサポートする場合には、ＴＤＤモードにより前記ＳＲＳ送信が位置されるキャリア
及びサブフレームを決定するステップ、又は
　前記ＦＤＤモードにより前記ＳＲＳ送信が位置されるキャリア及びサブフレームを決定



(3) JP 2017-516396 A 2017.6.15

10

20

30

40

50

するステップ、又は
　前記ＴＤＤモードにより前記ＳＲＳ送信が位置されるキャリア及びサブフレームを決定
するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　同一のサービングセル内のＦＤＤアップリンクキャリア及びＦＤＤダウンリンクキャリ
アが同一の設定及びトリガーリング情報を共有する場合、前記方法は、前記サービングセ
ルのＦＤＤアップリンクキャリアがダウンリンク送信をサポートするか否かを前記端末が
決定できない場合、前記端末により、前記ＳＲＳ送信を実行することなく前記取得された
設定及びトリガーリング情報を無視するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１
乃至請求項５のうち何れか一項に記載の方法。
【請求項７】
　同一のサービングセル内のＦＤＤアップリンクキャリア及びＦＤＤダウンリンクキャリ
アが相異なる設定及びトリガーリング情報を使用する場合、前記ＳＲＳの送信が位置され
るキャリア及びサブフレームを決定する動作は、
　前記基地局から、前記アップリンクキャリア又は前記ダウンリンクキャリアに対応し、
また、設定及びトリガーリングモードを表示する上位階層シグナリングを受信するステッ
プ、及び
　前記設定及びトリガーリングモードにより前記ＳＲＳ送信が位置されるキャリア及びサ
ブフレームを決定するステップを含み、
　前記設定及びトリガーリングモードは、ＴＤＤモード又はＦＤＤモードであることを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　ＵＥが位置されるサービングセルのＦＤＤアップリンクキャリアがダウンリンク送信を
サポートし、また、前記端末が前記ＦＤＤアップリンクキャリアの実際のサブフレームア
ップリンク/ダウンリンク分布を決定できない場合、前記方法は、
　前記端末により、前記ＳＲＳ送信を実行することなく、トリガーリングタイプが０であ
るＳＲＳ設定を無視するステップ、又は
　ダウンリンクＨＡＲＱ(Hybrid Automatic Retransmission Request)参照構成により、
アップリンクサブフレーム及びＵｐＰＴＳとして使用されないサブフレームに対するＰＵ
ＳＣＨがスケジューリングされない場合は、前記端末により、前記ＳＲＳ送信を実行する
ことなく前記トリガーリングタイプが０である前記ＳＲＳ設定を無視するステップをさら
に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＳＲＳ電力制御情報を取得する前記端末の動作は、
　受信されているＤＣＩフォーマット３／３Ａにおける前記ダウンリンクキャリアに対応
するＴＰＣ表示に基づいて、前記ダウンリンクキャリア上の前記ＳＲＳの電力制御調整値
を決定するステップを含み、
　前記ＤＣＩフォーマット３／３Ａにおける前記ダウンリンクキャリアに対応するＴＰＣ
表示を受信する動作は、
　前記ＵＥにより、上位階層シグナリングにより各アップリンクキャリア及びダウンリン
クキャリアのＴＰＣ一連番号を決定し、また、前記ＤＣＩフォーマット３／３Ａからダウ
ンリンクキャリアのＴＰＣ一連番号に対応するＴＰＣを判読するステップ、又は
　前記ダウンリンクキャリアに対応するＤＣＩフォーマット３／３Ａを搬送するサブフレ
ーム及び前記アップリンクキャリアに対応するＤＣＩフォーマット３／３Ａを搬送するサ
ブフレームを予め指定し、また、前記受信されたＤＣＩフォーマット３／３Ａが位置され
るサブフレームによって、前記ＤＣＩフォーマット３／３ＡにおけるＴＰＣ表示が前記ア
ップリンクキャリア又は前記ダウンリンクキャリアに対応するか否かを決定するステップ
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記決定された前記ＳＲＳ送信が位置されるダウンリンクキャリアがより低いバージョ
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ン端末をサポートする場合、前記方法は、前記設定及びトリガーリング情報を取得する前
記端末がＳＩＢ１、ページング(paging)信号、又はＭＢＳＦＮを送信するサブフレームで
及び/又は前記より低いバージョン端末のＳＰＳ信号を送信するサブフレームで前記ＳＲ
Ｓ送信を実行しないステップをさらに含み、前記より低いバージョン端末は、ＦＤＤダウ
ンリンクキャリアにおける前記ＳＲＳ送信をサポートしない端末であることを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記端末は、前記基地局により送信される上位階層シグナリングを受信し、前記上位階
層シグナリングは、設定された周期内で前記ＳＲＳ送信が許可されることを示すサブフレ
ーム表示を含むことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　アップリンクサウンディング参照信号（ＳＲＳ）を受信して、チャネルを推定するため
の方法であって、
　基地局により、フレキシブルデュプレックスのダウンリンクキャリア又はアップリンク
キャリアで端末により送信されるＳＲＳを受信するステップ、及び
　前記ＳＲＳに基づいてチャネル情報を推定し、前記チャネル情報を、前記ＳＲＳを搬送
するキャリア上のダウンリンクチャネルのチャネル情報として設定するステップを含むこ
とを特徴とする方法。
【請求項１３】
　前記基地局により、ダウンリンク参照シンボルに基づいて前記端末により測定されて前
記端末により報告されるＣＱＩ(Channel Quality Indicator)を受信するステップ、及び
　前記ＣＱＩを、前記ＳＲＳに基づいて推定されるチャネル情報と共に組み合わせて、完
全なダウンリンクチャネル情報を設定するステップをさらに含むことを特徴とする請求項
１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記基地局により、ダウンリンク参照シンボルに基づいて前記端末により測定されて前
記端末により報告される、前記端末のアンテナの部分と前記基地局の送信アンテナとの間
の第２のダウンリンクチャネル情報を受信するステップ、及び
　前記第２のダウンリンクチャネル情報を、前記ＳＲＳに基づいて推定されるチャネル情
報と組み合わせて、完全なダウンリンクチャネル情報を設定するステップをさらに含み、
　前記端末のアンテナの部分は、送信アンテナとして使用されない前記端末における受信
アンテナであることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　サウンディング参照信号（ＳＲＳ）の設定及びトリガーリング情報を取得し、前記ＳＲ
Ｓ設定及びトリガーリング情報により前記ＳＲＳの送信が位置されるキャリア及びサブフ
レームを決定し、ＳＲＳ電力制御情報を取得してＳＲＳ電力値を決定するように構成され
る構成モジュールであって、前記ＳＲＳの送信が位置されるキャリアはフレキシブルデュ
プレックスのアップリンクキャリア又はＦＤＤシステムにおけるダウンリンクキャリアで
ある構成モジュール、及び
　前記決定されたキャリア及びサブフレームで前記決定されたＳＲＳ電力値で前記ＳＲＳ
を送信して基地局がチャネル情報を推定するように構成されるＳＲＳ送信モジュールを含
むことを特徴とする端末デバイス。
【請求項１６】
　フレキシブルデュプレックスをサポートするダウンリンクキャリア又はアップリンクキ
ャリアで端末により送信されるＳＲＳを検出するように構成されるサウンディング参照信
号（ＳＲＳ）検出モジュール、及び
　前記ＳＲＳ検出モジュールにより検出されるＳＲＳによってチャネル情報を推定し、ま
た、推定結果を、前記ＳＲＳを搬送するアップリンクチャネルに対応するダウンリンクチ
ャネルのチャネル情報として設定するように構成されることを特徴とするチャネル推定モ
ジュールを含むことを特徴とする、基地局デバイス。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信技術に関し、特に、アップリンクサウンディング参照信号(soundin
g reference signal;ＳＲＳ）を送信するための方法及びデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　周波数分割デュプレックス(Frequency Division Duplex;ＦＤＤ)モード及び時間分割デ
ュプレックス(Time Division Duplex;ＴＤＤ)モードが無線通信システムで広く使用され
ている。ＦＤＤモードは、アップリンク及びダウンリンクが通信のために相異なる周波数
リソースを使用するモードを指す。ＴＤＤモードは、アップリンク及びダウンリンクが同
一周波数リソースを共有し、また、アップリンク通信及びダウンリンク通信が時間ドメイ
ン(domain)分割を通してそれぞれ実行されるモードを指す。
【０００３】
　例えば、３GPP(３rd Generation Partnership Project)により開発されたＥ－ＵＴＲＡ
(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)プロトコルに対応するＬＴＥ(Long Term
 Evolution)システムは、ＦＤＤモード及びＴＤＤモードをサポートし、また無線フレー
ム構造はＦＤＤフレーム構造及びＴＤＤフレーム構造を含む。
【０００４】
　図１は、ＦＤＤモードにおけるフレーム構造を示す図である。１０ｍｓアップリンク無
線フレーム及び１０ｍｓダウンリンク無線フレームは、０から１９まで番号が付与される
２０個の０．５ｍｓ時間スロットでそれぞれ構成される。時間スロット(２ｉ及び２ｉ＋
１）は、長さが１ｍｓであるサブフレーム（ｉ）を構成する。アップリンク及びダウンリ
ンクは、相異なる周波数リソースで転送される。図２は、ＴＤＤモードにおけるフレーム
構造を示す図である。１０ｍｓ無線フレームは、２個のハーフフレームで構成され、各ハ
ーフフレームの長さは５ｍｓである。一つのハーフフレームは、５個の１ｍｓサブフレー
ムを含む。サブフレーム（ｉ）は、２個の時間スロット（２ｉ及び２ｉ＋１）を含み、各
時間スロットの長さは０．５ｍｓである。アップリンク及びダウンリンクは、同一周波数
リソースを共有し、アップリンク通信又はダウンリンク通信が無線フレームの相異なるサ
ブフレームで行われる。
【０００５】
　上記２個のフレーム構造で、一般サイクリックプリフィクス(Normal Cyclic Prefix;No
rmal ＣＰ）の場合、時間スロットは７個のシンボルを含み、７個のシンボルのそれぞれ
の長さは６６.７ｕｓである。この場合、第１のシンボルのＣＰの長さは５．２１ｕｓで
ある。残りの６個のシンボルのそれぞれのＣＰ長さは４．６９ｕｓである。拡張サイクリ
ックプリフィクス(Extended Cyclic Prefix;Extended ＣＰ）の場合、時間スロットは、
６個のシンボルを含み、６個のシンボルのそれぞれの長さは１６．６７ｕｓである。
【０００６】
　ＴＤＤモードによりサポートされるアップリンク/ダウンリンク設定が＜表１＞に示さ
れる。無線フレームにおける各サブフレームの場合、“Ｄ”はダウンリンク送信専用サブ
フレームを表し、“Ｕ”はアップリンク送信専用フレームを表し、また“Ｓ”は、ダウン
リンクパイロット時間スロット(Downlink Pilot Time Slot;ＤｗＰＴＳ）、ガード期間(G
uard Period;ＧＰ)、及びアップリンクパイロット時間スロット(Uplink Pilot Time Slot
;ＵｐＰＴＳ）を含む３個のフィールドからなる特殊サブフレームを示す。ＤｗＰＴＳ及
びＵｐＰＴＳそれぞれの長さが＜表２＞に示される。この場合、ＤｗＰＴＳ、ＧＰ、及び
ＵｐＰＴＳの全体長さは３０７２０・Ｔｓ=１ｍｓであり、ここで、Ｔｓは、時間単位で
あり、１／（１５０００＊２０４８）秒で定義される。各サブフレーム（ｉ）は２個の時
間スロット(２i及び２i+１)で表し、各時間スロットの長さはＴslot =１５３６０・Ｔs 

０.５ｍｓである。
【０００７】
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　ＬＴＥ ＴＤＤは、５ｍｓダウンリンクアップリンクスイッチポイント周期及び１０ｍ
ｓダウンリンク-アップリンクスイッチポイント周期をサポートする。ダウンリンクから
アップリンクへのスイッチポイント周期が５ｍｓである場合、特殊サブフレームは２個の
ハーフフレームに存在できる。ダウンリンクからアップリンクへのスイッチポイント周期
が１０ｍｓである場合、特殊サブフレームは第１のハーフフレームのみに存在する。サブ
フレーム０、サブフレーム５、及びＤｗＰＴＳは、常にダウンリンク送信のために使用さ
れる。ＵｐＰＴＳ及び特殊サブフレームの次のサブフレームは、アップリンク送信専用で
ある。＜表１＞に示すような設定は、相異なる非対称サービスを柔軟にサポートできる。
＜表２＞に示すような特殊サブフレーム設定は、相異なる長さ及び相異なるセル半径を有
するＧＰをサポートし、ＴＤＤシステムで基地局間の強い干渉を防止する。
【０００８】
【表１】

【０００９】
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【表２】

【００１０】
　ＴＤＤモード及びＦＤＤモードの両方は、固有の長所及び短所を有する。例えば、＜表
１＞に示すようなＴＤＤシステムのアップリンク/ダウンリンク設定が設定され、非対称
サービスをより良好にサポートしながら周波数スペクトラムの使用効率を改善できる一方
、一対のＦＤＤ周波数スペクトラムでは、複数のアップリンクサービスが存在する場合に
アップリンク周波数スペクトラムリソースが消耗される。しかし、ＦＤＤアップリンク及
びダウンリンクリソースは、一対のＦＤＤ周波数スペクトラムによって常時使用可能であ
り、従って、端末がＨＡＲＱ(Hybrid Automatic Retransmissio nRequest)及びＣＳＩ(Ch
annel state information）のＡＣＫ／ＮＡＣＫ(Acknowledge/Non-Acknowledge)メッセー
ジのようなアップリンク制御シグナリングを適場合にリターンすることができ、従って無
線インターフェースのフィードバック遅延が減少できると同時に、スケジューリング効率
が改善されることができる。
【００１１】
　また、ＴＤＤシステムのアップリンクチャネル及びダウンリンクチャネルは、同一のキ
ャリアを使用し、アップリンク及びダウンリンク無線チャネルは、ほぼ同一である。従っ
て、基地局がアップリンク信号を受信してアップリンクチャネル品質測定又は推定を取得
した以後に、フェーディング速度、隣接領域干渉といった、ダウンリンクチャネル状態が
取得される。このような特徴は、チャネル相互性(channel reciprocity)と呼ばれる。Ｆ
ＤＤでは、アップリンク及びダウンリンクが相異なる周波数帯域を使用するために、アッ
プリンク無線チャネル及びダウンリンク無線チャネルは相異なる。ダウンリンクチャネル
情報を取得するために、基地局は、ダウンリンク参照信号(reference signal;ＲＳ）を伝
送できる。端末は、この参照信号によってダウンリンクチャネル品質又はチャネルフェー
ディングを推定し、推定された情報をリターンする。基地局は、リターンされたダウンリ
ンクチャネル情報に基づいてダウンリンクスケジューリング、リソース割当、プリコーデ
ィング(pre-coding）のような動作を実行する。ＴＤＤシステムがチャネル相互性を達成
できるため、多重アンテナシステムがより良好に使用されることができる。
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【００１２】
　今後の無線通信システムでは、ＴＤＤシステムの長所がＦＤＤシステムに統合され、こ
れによってチャネル相互性及び非対称サービスのサポートをはじめとするＴＤＤの特徴が
ＦＤＤシステムにより使用されると思われる。このような方式で、周波数スペクトラム及
びネットワーク性能の効率的な使用が大きく向上することができる。ＴＤＤの長所を統合
するＦＤＤシステムで、ＦＤＤシステムのアップリンク(又は、ダウンリンク)ワークキャ
リア(workcarrier）は、時分割多重化(Time Division Multiplexing;ＴＤＭ)方式でアッ
プリンクデータ及びダウンリンクデータを送信する。本発明の多様な実施形態は、このよ
うなシステムにおけるサウンディング参照信号の送信に対して説明する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の多様な実施形態により解決される技術的問題点は、従来の無線通信システムに
おけるＦＤＤモードによるＳＲＳの送受信である。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の多様な実施形態は、アップリンクサウンディング参照信号(uplink sounding r
eference signal;ＳＲＳ)を送信するための方法であって、
　端末により、ＳＲＳの設定及びトリガーリング情報を取得するステップと、
　上記ＳＲＳ設定及びトリガーリング情報に基づいて上記ＳＲＳの送信が位置されるキャ
リア及びサブフレームを決定するステップであって、上記ＳＲＳの送信が位置されるキャ
リアは、フレキシブルデュプレックス(flexible duplex)のアップリンクキャリア又はＦ
ＤＤシステムにおけるダウンリンクキャリアであるステップと、
　上記端末により、ＳＲＳ電力制御情報を取得してＳＲＳ電力値を決定するステップと、
　上記端末により、上記決定されたキャリア及びサブフレームで上記決定されたＳＲＳ電
力値で上記ＳＲＳを送信して、基地局がチャネル情報を推定するようにするステップと、
を含むことを特徴とする方法に対して説明する。
【００１５】
　本発明の多様な実施形態によれば、ＦＤＤアップリンクキャリア及びＦＤＤダウンリン
クキャリアが相異なるサービングセルを構成する場合、上記端末は、各サービングセルに
対応するＳＲＳ設定及びトリガーリング情報を取得する。
【００１６】
　本発明の多様な実施形態によれば、上記ＳＲＳの送信が位置されるキャリアを決定する
動作は、
　上記ＳＲＳ設定及びトリガーリング情報でキャリア方向インジケータを搬送するステッ
プであって、
　上記キャリア方向インジケータは上記ＳＲＳの送信が位置されるキャリアがアップリン
クキャリア又はダウンリンクキャリアであることを示すステップ、又は、
　ＦＤＤアップリンクキャリアが上記フレキシブルデュプレックスのアップリンクキャリ
アである場合には、上記設定及びトリガーリング情報を搬送する上位階層シグナリングが
位置されるキャリアを、上記ＳＲＳの送信が位置されるキャリアとして決定するステップ
、
　又は、
　ダウンリンクキャリアに対応するサブフレーム及びアップリンクキャリアに対応するサ
ブフレームを予め設定し、上記設定及びトリガーリング情報を搬送する上位階層シグナリ
ングが位置されるサブフレームを決定し、また、上記サブフレームに対応するキャリアを
、上記ＳＲＳの送信が位置されるキャリアとして決定するステップを含む。
【００１７】
　本発明の多様な実施形態によれば、上記ＳＲＳの送信がトリガーリングタイプ１を通し
てトリガーされる場合、上記ＳＲＳの送信が位置されるキャリアを決定する動作は、
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　上記ＳＲＳ送信をトリガーする物理階層シグナリングによりスケジューリングされるデ
ータが位置されるキャリアが、上記ＳＲＳ送信が位置されるキャリアとして位置されるも
のと決定するステップ、
　又は、
　上記ＳＲＳ送信をトリガーする物理階層シグナリングが位置されるキャリアが、上記Ｓ
ＲＳ送信が位置されるキャリアとして位置されるものと決定するステップを含む。
【００１８】
　本発明の多様な実施形態によれば、同一のサービングセル内のＦＤＤアップリンクキャ
リア及びＦＤＤダウンリンクキャリアが同一の設定及びトリガーリング情報を共有する場
合、上記ＳＲＳの送信が位置されるキャリア及びサブフレームを決定する動作は、
　上記サービングセルのアップリンクキャリアがアップリンク送信だけをサポートする場
合には、ＦＤＤモードにより上記ＳＲＳ送信が位置されるキャリア及びサブフレームを決
定し、上記サービングセルのアップリンクキャリアがアップリンク送信及びダウンリンク
送信をサポートする場合には、ＴＤＤモードにより上記ＳＲＳ送信が位置されるキャリア
及びサブフレームを決定するステップ、
　又は、
　上記ＦＤＤモードにより上記ＳＲＳ送信が位置されるキャリア及びサブフレームを決定
するステップ、又は上記ＴＤＤモードにより上記ＳＲＳ送信が位置されるキャリア及びサ
ブフレームを決定するステップを含む。
【００１９】
　本発明の多様な実施形態によれば、同一のサービングセル内のＦＤＤアップリンクキャ
リア及びＦＤＤダウンリンクキャリアが相異なる設定及びトリガーリング情報を使用する
場合、上記ＳＲＳの送信が位置されるキャリア及びサブフレームを決定する動作は、
　上記基地局から、上記アップリンクキャリア又は上記ダウンリンクキャリアに対応し、
また、設定及びトリガーリングモードを表示する上位階層シグナリングを受信するステッ
プ、
　及び
　上記設定及びトリガーリングモードにより上記ＳＲＳ送信が位置されるキャリア及びサ
ブフレームを決定するステップを含み、上記設定及びトリガーリングモードは、ＴＤＤモ
ード又はＦＤＤモードである。
【００２０】
　本発明の多様な実施形態によれば、ＵＥが位置されるサービングセルのＦＤＤアップリ
ンクキャリアがダウンリンク送信をサポートし、また、上記端末が上記ＦＤＤアップリン
クキャリアの実際のサブフレームアップリンク/ダウンリンク分布を決定できない場合、
上記方法は、
　上記端末により、上記ＳＲＳ送信を実行することなく、トリガーリングタイプが０であ
るＳＲＳ設定を無視するステップ、
　又は、
　ダウンリンクＨＡＲＱ(Hybrid Automatic Retransmission Request)参照構成により、
アップリンクサブフレーム及びＵｐＰＴＳとして使用されないサブフレームに対するＰＵ
ＳＣＨがスケジューリングされない場合は、上記端末により、上記ＳＲＳ送信を実行する
ことなく、上記トリガーリングタイプが０である上記ＳＲＳ設定を無視するステップをさ
らに含む。
【００２１】
　本発明の多様な実施形態によれば、上記フレキシブルデュプレックスのアップリンクキ
ャリアが８ｍｓ周期によってサブフレーム送信方向を設定する場合、セル固有のＳＲＳで
おいて、上記ＳＲＳの送信が位置されるサブフレームを決定する動作は、
【００２２】
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【数１】

【００２３】
を満足するサブフレームを、上記ＳＲＳ送信が位置されるサブフレームとして決定するス
テップを含み、
　ここでｎｆは、無線フレームの一連番号であり、ｎｓは時間スロットの一連番号であり
、またＴＳＦＣ及び△ＳＦＣは、各々上記設定及びトリガーリング情報におけるセル固有
のＳＲＳサブフレーム周期及びセル固有のＳＲＳサブフレーム絶対値である。
【００２４】
　本発明の多様な実施形態によれば、上記フレキシブルデュプレックスのアップリンクキ
ャリアが８ｍｓ周期によってサブフレーム送信方向を設定する場合、トリガーリングタイ
プ０によりトリガーなるＳＲＳにおいて、上記ＳＲＳの送信が位置されるサブフレームを
決定する動作は、
【００２５】

【数２】

【００２６】
を満足するサブフレームを、上記ＳＲＳ送信が位置されるサブフレームとして決定するス
テップを含み、
　ここでｎｆは無線フレームの一連番号であり、ksrsはスーパーフレームで上記ＳＲＳを
送信するシンボルの一連番号であり、ＴＳＲＳ及びＴ０ｆｆｓｅｔは各々トリガーリング
タイプが０であるＵＥ固有のＳＲＳのサブフレーム周期及びサブフレームオフセットであ
る。
【００２７】
　本発明の多様な実施形態によれば、上記フレキシブルデュプレックスのアップリンクキ
ャリアが８ｍｓ周期によってサブフレーム送信方向を設定する場合、トリガーリングタイ
プ１によりトリガーされるＳＲＳにおいて、上記ＳＲＳの送信が位置されるサブフレーム
を決定する動作は、
【００２８】

【数３】

【００２９】
を満足するサブフレームを、上記ＳＲＳ送信が位置されるサブフレームとして決定するス
テップを含み、
　ここでｎｆは無線フレームの一連番号で、ksrsはスーパーフレームで上記ＳＲＳを送信
するシンボルの一連番号で、ＴＳＲＳ，１及びＴ０ｆｆｓｅｔ，１は各々トリガーリング
タイプが１であるＵＥ固有のＳＲＳのサブフレーム周期及びサブフレームオフセットであ
る。
【００３０】
　本発明の多様な実施形態によれば、ksrsは上記フレキシブルデュプレックスのアップリ
ンクキャリアのアップリンク/ダウンリンク設定の両方においてアップリンクサブフレー
ム及び特殊サブフレームの両方におけるＳＲＳシンボルインデックスであり、又は、
　ksrsは、上記無線スーパーフレームにおけるサブフレームインデックスであり、
　又は、
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　ksrsは、上記無線スーパーフレームにおけるサブフレームインデックスであり、全ての
ＵｐＰＴＳ以前のサブフレームはＳＲＳシンボルを含むことなく、
　上記無線スーパーフレームは４個の無線フレームからなるフレーム構造である。
【００３１】
　本発明の多様な実施形態によれば、上記ＳＲＳ電力制御情報を取得する上記端末の動作
は、
　受信されているＤＣＩフォーマット３／３Ａにおける上記ダウンリンクキャリアに対応
するＴＰＣ表示に基づいて、上記ダウンリンクキャリア上の上記ＳＲＳの電力制御調整値
を決定するステップを含み、
　上記ＤＣＩフォーマット３／３Ａにおける上記ダウンリンクキャリアに対応するＴＰＣ
表示を受信する動作は、
　上記ＵＥにより、上位階層シグナリングにより各アップリンクキャリア及びダウンリン
クキャリアのＴＰＣ一連番号を決定し、また、上記ＤＣＩフォーマット３／３Ａからダウ
ンリンクキャリアのＴＰＣ一連番号に対応するＴＰＣを判読するステップ、又は
　上記ダウンリンクキャリアに対応するＤＣＩフォーマット３／３Ａを搬送するサブフレ
ーム及び上記アップリンクキャリアに対応するＤＣＩフォーマット３／３Ａを搬送するサ
ブフレームを予め指定し、また、上記受信されたＤＣＩフォーマット３／３Ａが位置され
るサブフレームによって上記ＤＣＩフォーマット３／３ＡにおけるＴＰＣ表示が上記アッ
プリンクキャリア又は上記ダウンリンクキャリアに対応するか否かを決定するステップを
含む。
【００３２】
　本発明の多様な実施形態によれば、上記ＳＲＳ電力値を決定した以後及び上記ＳＲＳ送
信を実行する以前に、上記方法は、
　サブフレームｉ上のシンボル内の上記端末の全体ＳＲＳ送信電力が
【００３３】
【数４】

【００３４】
より大きい場合、上記全体ＳＲＳ送信電力が
【００３５】
【数５】

【００３６】
以下になるまで上記ダウンリンクキャリア又は上記アップリンクキャリアにおけるＳＲＳ
送信を取り消すステップをさらに含み、
　ここで
【００３７】
【数６】

【００３８】
は、サブフレームにおけるPCMAXの線形値であり、PCMAXは３ＧＰＰＴＳ３６．１０１で定
義される。
【００３９】
　本発明の多様な実施形態によれば、上記決定された上記ＳＲＳ送信が位置されるダウン
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リンクキャリアがより低いバージョン端末をサポートする場合、上記方法は、
　上記設定及びトリガーリング情報を取得する上記端末がＳＩＢ１、ページング(paging)
信号、又はＭＢＳＦＮを送信するサブフレームで及び/又は上記より低いバージョン端末
のＳＰＳ信号を送信するサブフレームで上記ＳＲＳ送信を実行しないステップをさらに含
み、上記より低いバージョン端末は、ＦＤＤダウンリンクキャリアにおける上記ＳＲＳ送
信をサポートしない端末である。
【００４０】
　本発明の多様な実施形態によれば、上記端末は、上記基地局により送信される上位階層
シグナリングを受信し、上記上位階層シグナリングは、設定された周期内で上記ＳＲＳ送
信が許可されることを示すサブフレーム表示を含む。
【００４１】
　本発明の多様な実施形態はアップリンクサウンディング参照信号（ＳＲＳ）を受信して
、チャネルを推定するための方法であって、
　基地局により、フレキシブルデュプレックスのダウンリンクキャリア又はアップリンク
キャリアで端末により送信されるＳＲＳを受信するステップ、及び
　上記ＳＲＳに基づいてチャネル情報を推定し、上記チャネル情報を、上記ＳＲＳを搬送
するキャリア上のダウンリンクチャネルのチャネル情報として設定するステップを含む方
法に対して説明する。
【００４２】
　本発明の多様な実施形態によれば、上記方法は、
　上記基地局により、ダウンリンク参照シンボルに基づいて上記端末により測定されて上
記端末により報告されるＣＱＩ(Channel Quality Indicator)を受信するステップ、及び
　上記ＣＱＩを、上記ＳＲＳに基づいて推定されるチャネル情報と共に組み合わせて、完
全なダウンリンクチャネル情報を設定するステップをさらに含む。
【００４３】
　本発明の多様な実施形態によれば、上記方法は、
　上記基地局により、ダウンリンク参照シンボルに基づいて上記端末により測定されて上
記端末により報告される、上記端末のアンテナの部分と上記基地局の送信アンテナとの間
の第２のダウンリンクチャネル情報を受信するステップ、及び
　上記第２のウンリンクチャネル情報を、上記ＳＲＳに基づいて推定されるチャネル情報
と組み合わせて、完全なダウンリンクチャネル情報を設定するステップをさらに含み、
　上記端末のアンテナの部分は、送信アンテナとして使用されない上記端末における受信
アンテナである。
【００４４】
　サウンディング参照信号（ＳＲＳ）の設定及びトリガーリング情報を取得し、上記ＳＲ
Ｓ設定及びトリガーリング情報により上記ＳＲＳの送信が位置されるキャリア及びサブフ
レームを決定し、ＳＲＳ電力制御情報を取得してＳＲＳ電力値を決定するように構成され
る構成モジュールであって、上記ＳＲＳの送信が位置されるキャリアはフレキシブルデュ
プレックスのアップリンクキャリア又はＦＤＤシステムにおけるダウンリンクキャリアで
ある構成モジュール、及び
　上記決定されたキャリア及びサブフレームで上記決定されたＳＲＳ電力値で上記ＳＲＳ
を送信して基地局がチャネル情報を推定するように構成されるＳＲＳ送信モジュールを含
むことを特徴とする端末デバイスに対して説明する。
【００４５】
　本発明の多様な実施形態によれば、フレキシブルデュプレックスをサポートするダウン
リンクキャリア又はアップリンクキャリアで端末により送信されるＳＲＳを検出するよう
に構成されるサウンディング参照信号（ＳＲＳ）検出モジュール、及び
　上記ＳＲＳ検出モジュールにより検出されるＳＲＳによってチャネル情報を推定し、ま
た、推定結果を、上記ＳＲＳを搬送するアップリンクチャネルに対応するダウンリンクチ
ャネルのチャネル情報として設定するように構成されることを特徴とするチャネル推定モ
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ジュールを含むことを特徴とする、基地局デバイスに対して説明する。
【００４６】
　上述した技術方式から分かるように、本発明の多様な実施形態は、フレキシブルデュプ
レックスのアップリンクキャリア及びＦＤＤダウンリンクキャリアでＳＲＳを送信する方
法に対して説明する。本発明の実施形態によれば、該当キャリアにおけるＳＲＳ送信が効
率的に設定及び送信され、したがって、ＦＤＤシステムがチャネル相互性を有すると共に
同時に大規模多重アンテナシステムにさらに適合となる。本発明の多様な実施形態は、Ｆ
ＤＤシステムのアップリンクキャリアがアップリンク信号及びダウンリンク信号を送信可
能な場合のＳＲＳ送信方法及びデバイスに対して説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】ＦＤＤモードにおけるフレーム構造を示す図である。
【図２】ＴＤＤモードにおけるフレーム構造を示す図である。
【図３】本発明の多様な実施形態による、アップリンクサウンディング参照信号を送信す
るための方法を示すフローチャートである。
【図４】本発明の多様な実施形態による、ハイブリッドデュプレックス通信システムにお
けるフレーム構造を示す図である。
【図５】本発明の多様な実施形態による、端末の構造を示す図である。
【図６】本発明の多様な実施形態による、基地局の構造を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　以下、発明の目的、技術的方式及び長所をより明確にする例示及び添付図面を参照して
、本発明に対してより詳細に説明する。
【００４９】
　以下、現在の一対のＦＤＤ周波数帯域におけるダウンリンクデータを送信するのに使用
されるキャリアをＦＤＤダウンリンクキャリアと称し、現在の一対のＦＤＤ周波数帯域に
おけるアップリンクデータを送信するのに使用されるキャリアをＦＤＤアップリンクキャ
リアと称する。従来技術の問題点を解決するために、本発明の多様な実施形態は、アップ
リンクサウンディング参照信号を送信するための方法、ＦＤＤダウンリンクキャリアでＳ
ＲＳを送信するための方法、及びＦＤＤアップリンクキャリアがアップリンク信号及びダ
ウンリンク信号を送信できる場合にＳＲＳを送信するための方法を説明する。この方法が
使用される場合、基地局は、受信されたＳＲＳに基づいてアップリンクチャネル情報を推
定し、アップリンクチャネルとダウンリンクチャネル間の相互関係を利用してダウンリン
クチャネル情報を取得できる。ダウンリンクチャネル推定を直接実行する端末と比較する
時、上記方法はダウンリンク参照シンボル(symbol）の負荷を節減し、ダウンリンクチャ
ネル情報取得における無線インターフェース遅延を減少させることができ、従って、ＦＤ
Ｄモードが大規模多重アンテナシステムにさらに適合となる。具体的に、ＦＤＤシステム
のダウンリンクキャリアでは、本発明の多様な実施形態で説明された方法を使用してＳＲ
Ｓを送信するのに使用されたダウンリンクサブフレームを決定することができ、そのダウ
ンリンクサブフレームの指定されたシンボルでアップリンクＳＲＳが送信される。この場
合、指定されたシンボルは、標準により予め決定された/予め設定されたシンボルであり
得る。ＦＤＤシステムのアップリンクキャリアがアップリンク信号及びダウンリンク信号
を送信できる場合(アップリンクキャリアは、フレキシブルデュプレックス(flexible dup
lex）のアップリンクキャリアと称される)には、ＦＤＤアップリンク/ダウンリンク比率
が変更可能であり、これは非対称アップリンク/ダウンリンクサービスをより良好にサポ
ートできる。本発明の多様な実施形態は、また、シナリオ下におけるＳＲＳ送信に対して
説明する。
【００５０】
　具体的に、本発明の多様な実施形態で説明されたアップリンクＳＲＳを送信するための
方法は、端末により実行されるＳＲＳを送信するための方法、基地局により実行されるＳ
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ＲＳを受信するための方法及びチャネル推定方法を含む。ＳＲＳを送信するための方法で
あって、端末は、ＳＲＳの設定及びトリガーリング情報(triggering　information)を取
得する。ＳＲＳ設定及びトリガーリング情報に基づいて、端末はフレキシブルデュプレッ
クスのダウンリンクキャリア又はアップリンクキャリアにおけるＳＲＳ送信を設定及びト
リガーし、また、ＳＲＳにより占有されるリソースを決定する。この場合、ＳＲＳのトリ
ガーリングは２種類のトリガーリングタイプを含むが、タイプ０は、上位階層シグナリン
グを通してＳＲＳをトリガーすることであり、タイプ１は、物理的階層シグナリングを通
してＳＲＳをトリガーすることである。ＳＲＳの特定設定パラメータは、ＴＤＤ又はＦＤ
Ｄのパラメータ設定に従うか又は新たなパラメータ設定を使用することができる。その時
、端末は、ＳＲＳ電力制御と関連した情報を取得し、ＳＲＳ電力値を決定し、また、上記
決定されたＳＲＳにより占有されるリソースでＳＲＳを送信する。基地局により実行され
る、ＳＲＳを受信するための方法及びチャネル推定方法であって、基地局は、フレキシブ
ルデュプレックスのダウンリンクキャリア及びアップリンクキャリアでアップリンクＳＲ
Ｓを受信し、そのＳＲＳに基づいて、ダウンリンクチャネル情報を取得する。ＳＲＳ送信
の間、端末におけるＳＲＳの送信及び基地局におけるＳＲＳの受信とチャネル推定は相互
協力して実現され、説明の便宜のために、以下では、両側に対する処理が共に説明される
。
【００５１】
　図３は、本発明の多様な実施形態による、アップリンクサウンディング参照信号を送信
するための方法を示すフローチャートである。この方法は、次の動作を含むことができる
。
【００５２】
　ブロック３０１で、端末は、ＳＲＳの設定及びトリガーリング情報を取得し、ＳＲＳが
位置されるキャリア及びサブフレームを決定する。
【００５３】
　端末は、ＳＲＳ設定及びトリガーリング情報によって、指定されたキャリアでＳＲＳの
送信を設定及びトリガーする。ＦＤＤシステムのダウンリンクキャリア及びアップリンク
キャリアの両方がＳＲＳリソースで構成されると仮定すると、メカニズムは、ＦＤＤシス
テムのアップリンク及び/又はダウンリンクキャリアでＳＲＳ送信を設定及びトリガーし
、またＳＲＳにより占有されるリソースを決定する必要がある。この場合、ＳＲＳが位置
されるキャリアが決定される必要がある。一方、ＳＲＳが位置されるキャリアのサブフレ
ームが決定される必要がある。ここで、従来の技術と相異することは、ＳＲＳがフレキシ
ブルデュプレックスのＦＤＤダウンリンクキャリア及びアップリンクキャリアで送信でき
るという点である。これと同時に、ＳＲＳは、対応するキャリア上のアップリンクサブフ
レーム又はダウンリンクサブフレームで送信される。しかし、以下、幾つかの場合では、
ＳＲＳが単にアップリンクサブフレームのみで送信されると制限される。対応するキャリ
ア及びサブフレーム上のＳＲＳのシンボル位置は、端末により決定されるか、又は標準に
より決定されてもよく、本明細書ではこれが限定されない。
【００５４】
　現在、ＳＲＳの設定及びトリガーリングは、セル固有のＳＲＳ設定及びＵＥ固有のＳＲ
Ｓトリガーリングを含む。この場合、ＵＥ固有のＳＲＳトリガーリングは、２種類のトリ
ガーリングタイプを含むが、タイプ０は、上位階層シグナリングを通してＳＲＳをトリガ
ーすることであり、タイプ１は、物理階層シグナリングを通してＳＲＳをトリガーするこ
とであり、ここで、物理階層シグナリングは、アップリンクグラント(uplink Grant;UL G
rant)スケジューリングアップリンクデータ及びダウンリンクグラント(downlink Grant;D
L Grant)スケジューリングダウンリンクデータを含む。この場合、タイプ０ ＳＲＳトリ
ガーリングにおいて、上位階層シグナリングは、トリガーリング情報及び設定パラメータ
を含む。タイプ１ ＳＲＳトリガーリングにおいて、物理階層シグナリングは、指定され
たキャリアでＳＲＳ送信をトリガーするために使用され、設定パラメータは、上位階層シ
グナリングを通して送信される。セル固有のＳＲＳ設定は、セルの上位階層シグナリング
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により表示される。
【００５５】
　セル固有のＳＲＳ及びＵＥ固有のＳＲＳにおいて、一対のＦＤＤアップリンクキャリア
及びＦＤＤダウンリンクキャリアがサービングセル(serving cell）を形成する場合、こ
の２個のキャリアは、相異なるパラメータを使用してＳＲＳを設定及びトリガーできる。
ＳＲＳ設定及びトリガーリングパラメータは、対応するシグナリングが行なわれるＦＤＤ
アップリンクキャリア又はＦＤＤダウンリンクキャリアを表示できる。例えば、上位階層
シグナリングにより表示されるセル固有の設定シグナリング、トリガーリングタイプが０
であるＳＲＳシグナリング、及び/又はトリガーリングタイプが１であるＳＲＳ設定シグ
ナリングは、対応するシグナリングが行なわれるアップリンクキャリア又はダウンリンク
キャリアを表示するフィールドを含む。他の例で、アップリンクキャリアがフレキシブル
デュプレックスキャリアとして設定可能である場合(従って、ＳＲＳ設定及びトリガーリ
ングはアップリンクキャリアで送信できる)、ＳＲＳ上位階層シグナリングが行なわれる
キャリアは、そのシグナリングを送信するのに使用されるキャリアであって、ここで、Ｓ
ＲＳ上位階層シグナリングは、セル固有の設定シグナリング、トリガーリングタイプが０
であるＳＲＳシグナリング、トリガーリングタイプが１であるＳＲＳ設定シグナリングを
指す。他の例では、幾つかのダウンリンクサブフレームにおけるＳＲＳ上位階層シグナリ
ングがダウンリンクキャリア上で行われ、他のダウンリンクサブフレームにおけるＳＲＳ
上位階層シグナリングは、アップリンクキャリア上で行なわれることができるものと定義
されてもよい。本発明の多様な例示的実施形態によれば、一対のＦＤＤアップリンク及び
ダウンリンクキャリアは、ＬＴＥ Rel ８においてＦＤＤセルに適用可能である一対のキ
ャリアを指す。
【００５６】
　以下では、タイプ０ ＳＲＳトリガーリング及びタイプ１ ＳＲＳトリガーリングでＳＲ
Ｓを送信するキャリアを決定するための方式が説明される。本発明の多様な例示的実施形
態によれば、アップリンクキャリア及びダウンリンクキャリアは、相異なるサービングセ
ルとして設定可能である。この２個のキャリアは、相異なるセルＩＤに対応し、相異なる
セルパラメータが割り当てられる。ＦＤＤアップリンクキャリア及びＦＤＤダウンリンク
キャリアは、また、信号送信のためのサービングセルとして設定可能である。以下では、
このような２種類のシナリオに対する相異なる処理方法が説明される。
【００５７】
　トリガーリングタイプ０においては、ＦＤＤアップリンクキャリア及びＦＤＤダウンリ
ンクキャリアが処理のために相異なるサービングセルとして設定される場合、対応するキ
ャリアにおけるＳＲＳ送信のトリガーリングがセルそれぞれの上位階層シグナリングで実
行でき、キャリア及びダウンリンクキャリアに対する相異なるＳＲＳ設定パラメータがそ
れぞれ設定可能である(例えば、ＳＲＳ周期及び/又はオフセットなどの情報)。ＦＤＤア
ップリンクキャリア及びＦＤＤダウンリンクキャリアが一つのサービングセルとして設定
される場合、アップリンクキャリア及びダウンリンクキャリアのうち何れかのキャリアで
ＳＲＳ送信がトリガーされるかがさらに決定されることができ、例えば、アップリンクキ
ャリア及びダウンリンクキャリアを区別するのに使用されるインジケータがトリガーリン
グタイプが０である上位階層シグナリングに追加される。この方法が使用される場合、ア
ップリンク及びダウンリンクキャリアは、また、ＳＲＳ周期及び/又はオフセットなどの
情報のような、相異なるＳＲＳ設定パラメータで設定可能である。本発明の多様な例によ
れば、セルの２個のキャリアは、LTERel８においてＦＤＤセルに適用できる一対のキャリ
アを指してもよく、又はＦＤＤセルに適用可能である一対のキャリアに限定されないこと
もある。
【００５８】
　トリガーリングタイプ１において、何れかのキャリアでＳＲＳ送信が物理階層シグナリ
ングによりトリガーされるかは次のような方式によって決定されることができる。
【００５９】
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　方式ａで、ＳＲＳを送信するのに使用されるキャリアは、物理階層シグナリングスケジ
ューリングデータが位置されるキャリアによって決定されることができる。すなわち、物
理階層シグナリングスケジューリングデータが位置されるキャリアは、ＳＲＳを送信する
のに使用されるキャリアである。例えば、ＳＲＳ送信をトリガーする物理階層シグナリン
グがＤＬグラントであり、また物理階層シグナリングがキャリアインジケータフィールド
(Carrier Indicator Field;ＣＩＦ)を含む場合、物理階層シグナリングは、そのＣＩＦに
対応するダウンリンクキャリアでアップリンクＳＲＳ送信をトリガーする。他の例で、Ｓ
ＲＳ送信をトリガーする物理階層シグナリングがＤＬグラントであり、また、物理階層シ
グナリングがＣＩＦを含まない場合、物理階層シグナリングによりスケジューリングされ
るデータ及び物理階層シグナリングは同一のキャリア上に存在し、物理階層シグナリング
におけるＳＲＳ要請フィールドは物理階層シグナリングが位置するアップリンク又はダウ
ンリンクキャリアでアップリンクＳＲＳ送信をトリガーする。もう一つの例では、ＳＲＳ
送信をトリガーする物理階層シグナリングがＵＬグラントであり、また、物理階層シグナ
リングがサービングセルｃで物理的アップリンク共有チャネル(physical uplink shared 
channel;ＰＵＳＣＨ)送信をスケジューリングする場合、物理階層シグナリングは、サー
ビングセルｃに対応するアップリンクキャリアのＳＲＳ送信をトリガーする。
【００６０】
　方式ｂで、ＳＲＳを送信するのに使用されるキャリアは、物理階層シグナリングスケジ
ューリングデータのタイプによって決定されることができる。ＳＲＳ送信をトリガーする
物理階層シグナリングがダウンリンクデータをスケジューリングするのに使用されるＤＬ
グラントである場合、例えば、物理階層シグナリングがダウンリンク制御情報(Downlink 
Control Information;ＤＣＩ)フォーマット１Ａ／２Ｂ／２Ｃである場合、ＦＤＤダウン
リンクキャリアはＳＲＳを送信するのに使用されるキャリアである。ＳＲＳ送信をトリガ
ーする物理階層シグナリングがアップリンクデータをスケジューリングするのに使用され
るＵＬグラントである場合、例えば、物理階層シグナリングがＤＣＩフォーマット０／４
である場合、ＦＤＤアップリンクキャリアはＳＲＳを送信するのに使用されるキャリアで
ある。この場合、ＳＲＳ送信のキャリア方向が決定される際に、キャリアは物理階層シグ
ナリングにおけるＣＩＦによってさらに決定されることができる。
【００６１】
　方式ｃで、ＳＲＳを送信するのに使用されるキャリアは、物理階層シグナリングが位置
されるキャリアによって決定されることができ、すなわち、物理階層シグナリングが位置
されるキャリアはＳＲＳを送信するキャリアとして設定される。例えば、ＳＲＳ送信をト
リガーする物理階層シグナリングがダウンリンクキャリアにあり、また、物理階層シグナ
リングがＤＬグラント又はＵＬグラントである場合、物理階層シグナリングはダウンリン
クキャリアでＳＲＳ送信をトリガーする。他の例では、ＳＲＳ送信をトリガーする物理階
層シグナリングがアップリンクキャリアにあり、また、物理階層シグナリングがＤＬグラ
ント又はＵＬグラントである場合、物理階層シグナリングはアップリンクキャリアでＳＲ
Ｓ送信をトリガーする。
【００６２】
　ＵＥ固有のＳＲＳ送信のキャリアは、上記の処理を通して決定される。以下では、何れ
かのＳＲＳ設定パラメータ(ＳＲＳサブフレームを決定するのに使用される)が対応するキ
ャリアで使用されるかに対して説明する。本発明の多様な実施形態によって、２種類のパ
ラメータ設定方式が説明される。第１の方式では、ＴＤＤ又はＦＤＤパラメータ設定に従
う。第２の方式では、新たなパラメータ設定が使用される。第１の方式に対してまず説明
する。第１の方式によれば、ＳＲＳ設定パラメータが決定されることができる。同時に、
セル固有のＳＲＳ送信において、ＳＲＳトリガーリングは、また、ＴＤＤ又はＦＤＤモー
ドで実行されることができる(これに対しては、以下で適切に説明される)。次のような相
異なる処理方式が説明されることができる。
【００６３】
　状況ａでは、ＦＤＤダウンリンクキャリア及びＦＤＤアップリンクキャリアが同一のＳ
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ＲＳ設定及びトリガーリング情報を共有する。サービングセルのＦＤＤアップリンクキャ
リアがＦＤＤモードによってＳＲＳ設定及びトリガーリングを実行する場合(例えば、Ｆ
ＤＤアップリンクキャリアがアップリンク送信だけのために使用されてダウンリンク送信
のためには使用されない場合、ＦＤＤアップリンクキャリアはＦＤＤモードによってＳＲ
Ｓ設定及びトリガーリングを実行する)、ＦＤＤアップリンク/ダウンリンクキャリアのＳ
ＲＳは、ＬＴＥ１２及び以前バージョンのＦＤＤモードによって設定及びトリガーされる
。そして/又は、サービングセルのＦＤＤアップリンクキャリアがＴＤＤモードによって
ＳＲＳ設定及びトリガーリングを実行する場合(例えば、ＦＤＤアップリンクキャリアが
アップリンク送信及びダウンリンク送信をサポートする場合、ＳＲＳ設定及びトリガーリ
ングはＴＤＤモードによって実行される)、ＦＤＤアップリンク/ダウンリンクキャリアの
ＳＲＳは、ＬＴＥ１２及び以前バージョンのＴＤＤモードによって設定及びトリガーされ
る。
【００６４】
　状況ｂでは、ＦＤＤアップリンクキャリア及びＦＤＤダウンリンクキャリアが同一のＳ
ＲＳ設定及びトリガーリング情報を共有し、ＦＤＤアップリンク/ダウンリンクキャリア
のＳＲＳがＬＴＥ１２及び以前バージョンのＦＤＤモードによって設定及びトリガーされ
る。
【００６５】
　状況ｃでは、ＦＤＤアップリンクキャリア及びＦＤＤダウンリンクキャリアが同一のＳ
ＲＳ設定及びトリガーリング情報を共有し、ＦＤＤアップリンク/ダウンリンクキャリア
のＳＲＳがＬＴＥ１２及び以前バージョンのＴＤＤモードによって設定及びトリガーされ
る。
【００６６】
　状況ｄでは、一対のＦＤＤアップリンクキャリア及びＦＤＤダウンリンクキャリアが同
一のＳＲＳ設定及びトリガーリング情報を共有する場合、ユーザ端末（ＵＥ）は上位階層
シグナリング又は物理階層シグナリングを通して現在のＦＤＤアップリンクキャリアにお
ける実際アップリンク及びダウンリンクサブフレーム分布を取得すると仮定される(例え
ば、基地局はＵＥのうち一つ以上、又は全てに対する再設定ＤＣＩを伝送する)。サービ
ングセルのＦＤＤアップリンクキャリアがダウンリンク送信を実行できるか否かをＵＥが
知らない場合、例えば、ＵＥが現在の無線フレームの再設定ＤＣＩを正確に検出できず、
ダウンリンク送信をアップリンクキャリアがサポートするか否かによって(ＦＤＤ又はＴ
ＤＤ使用を使用して)ＳＲＳ設定及びトリガーリングモードをＵＥが決定する必要がある
場合、ＵＥは、ＦＤＤアップリンクキャリアがダウンリンク送信をサポートするか否かを
示す表示を受信するまで、対応するＳＲＳ送信を実行せずに受信されたアップリンク及び
ダウンリンクキャリアのＳＲＳ設定を無視し、ＵＥは、受信された表示によってＳＲＳ送
信を復旧する。
【００６７】
　状況ｅでは、一対のＦＤＤダウンリンクキャリア及びＦＤＤアップリンクキャリアがサ
ービングセルを設定する場合、ＦＤＤダウンリンクキャリア及びＦＤＤアップリンクキャ
リアは相異なる方式を使用してＳＲＳを設定及びトリガーできる。基地局は、上位階層シ
グナリングを通して各ＦＤＤキャリアの設定及びトリガーリングモードがＦＤＤであるか
ＴＤＤであるかを通知するか、又は、ＦＤＤ又はＴＤＤモードが使用されるか否かが予め
決定される。
【００６８】
　状況ｆでは、一対のＦＤＤダウンリンクキャリア及びＦＤＤアップリンクキャリアが２
個のサービングセルを設定し、また、各セルがＳＲＳ設定及びトリガーリングパラメータ
のセットを使用できる場合、ＦＤＤダウンリンクキャリアに対応するサービングセルはＬ
ＴＥ１２及び以前バージョンのＦＤＤ又はＴＤＤモードによってＳＲＳを設定できる。対
案的には、このような状況下で、基地局が上位階層シグナリング又は物理階層シグナリン
グを使用して、ＴＤＤモードを使用するか又はＦＤＤモードを使用するかをＵＥに通知す
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ることによって、ＳＲＳを設定する。ＵＥがキャリア集成(aggregation)モードを使用す
る場合には、各ＦＤＤダウンリンクキャリア及びＦＤＤアップリンクキャリアが単一のサ
ービングセルとして取扱されてもよい。各ＦＤＤダウンリンクキャリア上のＳＲＳ設定は
、特定要求事項によってＦＤＤ又はＴＤＤモードで設定されることができる。例えば、フ
レキシブルデュプレックスのダウンリンクキャリアをサポートしないＵＥが考慮される場
合、ＵＥ ＦＤＤダウンリンクキャリア上のＳＲＳはＦＤＤモードに従って設定及びトリ
ガーされることができる。他の例で、隣接セル間の干渉が考慮される場合、システムはＴ
ＤＤモードに従ってＵＥ ＦＤＤダウンリンクキャリア上のＳＲＳを設定及びトリガーす
る。
【００６９】
　以下では、周期的ＳＲＳ上で実行される特殊処理に対して説明する。この場合、向上し
た干渉管理及びトラフィック適応(enhanced Interference Management and Traffic Adap
tation;ｅＩＭＴＡ)又は新たな処理方法が利用されることができる。
【００７０】
　方法ａでは、アップリンクキャリアのサブフレーム送信方向が変更可能であり、また、
ＵＥがサービングセルのＦＤＤアップリンクキャリアにおける実際サブフレームアップリ
ンク及びダウンリンク分布を知らない場合、例えば、ＵＥが現在の無線フレームの再設定
ＤＣＩを正確に検出できない場合、ＵＥは、トリガーリングタイプが０であるＳＲＳ設定
を無視し、対応するＳＲＳ送信を実行しない。
【００７１】
　方法ｂで、アップリンクキャリアのサブフレーム送信方向が変更可能であり、ＵＥがサ
ービングセルのＦＤＤアップリンクキャリアで実際サブフレームアップリンク及びダウン
リンク分布を知らない場合、ダウンロードＨＡＲＱ(Hybrid Automatic Repeat Request)
参照構成によって、アップリンク及びＵｐＰＴＳに使用されないサブフレームにおいては
、ＰＵＳＣＨがそのサブフレームにスケジューリングされていない場合に、ＵＥは、トリ
ガーリングタイプが０であるＳＲＳ送信をそのサブフレームで実行しない。
【００７２】
　上記したＳＲＳパラメータ設定は、ＴＤＤ又はＦＤＤによってＳＲＳを設定及びトリガ
ーするための方法を示す。フレキシブルデュプレックスのアップリンクキャリアで、ＦＤ
Ｄ ＵＬは８ｍｓアップリンク/ダウンリンク設定として設定されることができる。この場
合、セル固有のＳＲＳ及びＵＥ固有のＳＲＳは８ｍｓ周期の処理方式を追加する必要があ
る。ＳＲＳを送信するのに使用されるキャリアを決定するための方法は次のように説明さ
れる。
【００７３】
　方法ａでは、ＦＤＤシステムのアップリンクキャリアがアップリンク信号及びダウンリ
ンク信号を送信できる場合、ＦＤＤアップリンクキャリアのサブフレームの送信方向は８
ｍｓ周期によって設定されることができ、すなわち、ダウンリンクからアップリンクへの
スイッチポイント周期は８ｍｓである(図４に図示される)。本図面には、アップリンクサ
ブフレーム及びダウンリンクサブフレームがマーキングされている。サブフレーム（４０
１及び４０２）は上述したような特殊サブフレームであり、これはＤｗＰＴＳ、ＧＰ、及
びＵｐＰＴＳを含む３個のフィールドに使用される特殊サブフレームを示す。ＳＲＳが特
殊サブフレーム及びアップリンクサブフレームのみで送信される場合(すなわち、ＳＲＳ
がダウンリンクサブフレームでは送信されない)、ＳＲＳはＬＴＥ１２及び以前バージョ
ンのＦＤＤ又はＴＤＤモードによって設定されることができる。設定及びトリガーされた
ＳＲＳがダウンリンクサブフレームで送信される場合、ＵＥはダウンリンクサブフレーム
におけるＳＲＳ送信を無視し、すなわち、ＳＲＳ送信が実行されない。
【００７４】
　方法ｂでは、ＦＤＤアップリンクキャリアのダウンリンク-アップリンクスイッチポイ
ント周期が８ｍｓであり、ＳＲＳが特殊サブフレーム及びアップリンクサブフレームのみ
で送信される場合、新たな方式を利用してＳＲＳを送信するために使用されるサブフレー
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ムを設定する。インターバルが８ｍｓであるサブフレームは、８ｍｓのダウンリンク-ア
ップリンクスイッチポイント周期による全てのアップリンクサブフレーム又は全てのダウ
ンリンクサブフレームであるために、この新たなＳＲＳ設定方式では、セル固有のＳＲＳ
及びＵＥ固有のＳＲＳの送信周期が４ｍｓの整数倍であってもよく、ＳＲＳは、ＳＲＳ送
信周期内の対応オフセットで送信され(例えば、４ｍｓのＳＲＳサブフレーム周期)、サブ
フレームオフセットは、０、１、２又は３であってもよい。本発明の第１乃至第３の例示
的な実施形態における特定実現に対して説明する。
【００７５】
　ＳＲＳ送信がどのキャリアのどのサブフレーム及び特定ＳＲＳ設定パラメータで実行さ
れるかは上記の方法により決定される。
【００７６】
　ブロック３０２で、端末はＳＲＳ電力制御と関連した情報を取得して、ＳＲＳ電力値を
決定し、またＳＲＳを送信する。端末がＳＲＳを送信する以前には、電力制御がＳＲＳに
対して実行される。ＦＤＤダウンリンクキャリア及びＦＤＤアップリンクキャリアにより
実行されるＳＲＳ上の電力制御が処理される時、システムが処理するための相異なるセル
としてＦＤＤダウンリンクキャリア及びＦＤＤアップリンクキャリアを設定し、また、Ｆ
ＤＤアップリンクキャリアに対応するセルがセルｃで表示される場合には、サブフレーム
ｉ上のＳＲＳ送信電力は３ＧＰＰ ＴＳ ３６．２１３ ｖ１０．２．０で、PSRS,c(i)によ
って、すなわち
【００７７】
【数７】

【００７８】
によって決定される。その中でも、各物理変数の意味及び値は３ＧＰＰ ＴＳ ３６．２１
３ ｖ１０．２．０の５．１．３と同一である。
【００７９】
　ＦＤＤダウンリンクキャリアに対応するセルがセルｃで表示される場合、サブフレーム
ｉPSRS,c(i)でＳＲＳのＵＥ送信電力は次の数式によって決定される。
【００８０】
【数８】

【００８１】
　その中でもPCMAX,c(i), PSRS_OFFSET,c(m), MSRS,c, 及びαc(j)は、３ＧＰＰ ＴＳ ３
６．２１３ ｖ１０．２．０における定義により決定される。PO_PUSCH,d(j)は、セルｄの
ＰＵＳＣＨ電力制御パラメータを表し、ここでセルｄが位置されるアップリンクキャリア
及びセルｃが位置されるダウンリンクキャリアは、ＬＴＥ Ｒｅｌ８で一対のＦＤＤキャ
リアを構成できる。PLcは、５.１.１における定義により決定される。fc(i)は、サービン
グセルｃのアップリンク電力制御調整値である。本発明の多様な実施形態によれば、ダウ
ンリンクキャリアの場合、fc(i)は、ＴＳ３６.２１３ｖ１０.２.０の５.１.１.１におけ
るfc(i)の記述によって、ダウンリンク制御情報(Downlink Control Information;ＤＣＩ)
フォーマット３／３Ａに対応する送信器電力制御(Transmitter Power Control;ＴＰＣ)を
通して取得されるか又は５.１.１.１でfc(i)を補正して取得できる。実際において、fc(i
)は、動的電力オフセットである。５.１.１.１で、fc(i)は、物理階層シグナリングＵＬ
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グラントでＴＰＣにより表示されるか、又はＤＣＩフォーマット３／３ＡでＴＰＣにより
表示されることができる。ＦＤＤダウンリンクキャリアがＰＵＳＣＨを送信するように許
可されない場合、ダウンリンクキャリアには対応する物理階層制御シグナリングＵＬグラ
ントがない。従って、本発明の多様な例によれば、ＳＲＳ送信電力がダウンリンクキャリ
アに対して算出される場合、fc(i)は、５.１.１.１で説明された通り、単にＤＣＩフォー
マット３／３Ａだけにより表示される。本発明の多様な実施形態によれば、ＳＲＳ送信電
力がダウンリンクキャリアに対して算出される場合、fc(i)は、ＤＬグラントのＴＰＣ表
示によって決定されることができ、これに対しては後述する。
【００８２】
　上記した数式(２)を数式(１）と比較すると、数式(２)におけるＳＲＳ送信電力はＰＵ
ＳＣＨ電力制御パラメータPO_PUSCH,d(j)を考慮する。これは、既存のＳＲＳがアップリ
ンクキャリアで送信され、また、ＰＵＳＣＨもアップリンクキャリアで送信されためであ
り、ＰＵＳＣＨ電力制御パラメータはチャネル特性の類似性により考慮される。しかし、
本発明の多様な実施形態によれば、ダウンリンクキャリアにおけるＳＲＳ送信の場合、ダ
ウンリンクキャリア及びＰＵＳＣＨのチャネル特性は相異なり、従って、ＳＲＳ送信電力
はＰＵＳＣＨ電力制御パラメータを考慮することなく数式(１)によって算出できる。
【００８３】
　以下では、fc(i)を決定するための方法に対して詳細に説明する。従来のＤＣＩフォー
マット３／３Ａは、サービングセルのアップリンクキャリア電力制御だけを表示する。本
発明の多様な実施形態によれば、ＤＣＩフォーマット３／３Ａによるダウンリンクキャリ
アのＳＲＳ電力制御を表示するための方法が説明される。第１の表示方法は、次のように
実現されることができる。ＬＴＥ Release８における一対のＦＤＤアップリンクキャリア
及びＦＤＤダウンリンクキャリアは、２個のセル又は一つのセルであり得る。ＤＣＩフォ
ーマット３／３Ａが適用されるキャリアを区別するために、適用されるキャリアは明白に
表示されることができる。例えば、インジケータフィールドがＤＣＩフォーマット３／３
Ａに追加され、ここで、インジケータフィールドはＣＩＦ及びアップリンク/ダウンリン
クインジケータフィールドを含む。ＵＥにより受信されるＤＣＩフォーマット３／３Ａに
おけるＣＩＦは、サービングセルｃに対応し、また、アップリンク/ダウンリンクインジ
ケータフィールドが“１”（又は“０”)である場合には、ＤＣＩフォーマット３／３Ａ
がサービングセルｃのダウンリンク(又はアップリンク)キャリアに適用される。他の例で
は、インジケータフィールドが、単に、アップリンク/ダウンリンクインジケータフィー
ルドだけを含む。ＵＥがサービングセルｄでＤＣＩフォーマット３／３Ａを受信し、また
、アップリンク/ダウンリンクインジケータフィールドが“ダウンリンク”である場合に
は、ＤＣＩフォーマット３／３Ａがサービングセルｄのダウンリンクキャリアに適用され
る。アップリンク/ダウンリンクインジケータフィールドが“アップリンク”である場合
には、ＤＣＩフォーマット３／３Ａがプライマリサービングセルのアップリンクキャリア
に適用される。
【００８４】
　第２の表示方法によれば、ダウンリンクキャリアのＤＣＩフォーマット３／３Ａの巡回
冗長検査(Cyclic Redundancy Check;ＣＲＣ)がＳＲＳ-専用無線ネットワーク一時的識別
子(Radio Network Temporary Identifier;ＲＮＴＩ)を使用してスクランブリングされる
。ＵＥが専用ＲＮＴＩでスクランブリングされるＤＣＩを検出する場合、ＵＥは、ＤＣＩ
フォーマットがダウンリンクキャリアに適用されるものと決定できる。例えば、ＵＥがサ
ービングセルｃでＳＲＳ-専用ＲＮＴＩでスクランブリングされるＤＣＩフォーマット３
／３Ａを受信する場合には、ＤＣＩフォーマット３／３Ａがダウンリンクキャリアに適用
される。ＵＥがＤＣＩフォーマット３／３Ａを検出し、また、ＤＣＩがダウンリンクキャ
リアＳＲＳ-専用ＲＮＴＩでスクランブリングされない場合、ＵＥは、ＤＣＩフォーマッ
トがアップリンクキャリアに適用されたものと決定できる。
【００８５】
　第３の表示方法によれば、ＤＣＩフォーマット３／３Ａは、アップリンクキャリアのＴ
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ＰＣ及びダウンリンクキャリアのＴＰＣを含む。ＤＣＩフォーマット３／３Ａにおける各
ＴＰＣは、対応する一連番号を有し、上位階層パラメータは、ＵＥの各アップリンクキャ
リア及びダウンリンクキャリアのＴＰＣの一連番号を表示する。ＵＥは、ＤＣＩフォーマ
ット３／３Ａから、対応する一連番号のＴＰＣを判読する。例えば、ＤＣＩフォーマット
３で、上位階層シグナリングはＵＥの一つ又は複数のキャリアのＴＰＣの一連番号を表示
する。上位階層シグナリングが一つのキャリアのＴＰＣの一連番号を表示する場合、その
キャリアは、アップリンクキャリア又はダウンリンクキャリアであり得る。上位階層シグ
ナリングが複数のキャリアのＴＰＣの一連番号を表示する場合、その複数のキャリアはア
ップリンクキャリア及びダウンリンクキャリア両側を含むことができる。
【００８６】
　第４の表示方法によれば、一部サブフレームのＤＣＩフォーマット３／３Ａがダウンリ
ンクキャリアに適用され、他のサブフレームのＤＣＩフォーマット３／３Ａがアップリン
クキャリアに適用されるものと定義される。
【００８７】
　当然、ＤＣＩフォーマット３／３Ａに対応するキャリアを表示するための上記第４の方
法は、ＳＲＳ送信がアップリンクキャリア及びダウンリンクキャリアで存在しながらダウ
ンリンクキャリアのＳＲＳ送信のみのためのものでない状況にも適用されることができる
。上記第４の方法は、任意の組み合わせで使用されることができる。例えば、第３の表示
方法が第２の表示方法と組み合わせることができ、ここで、ＤＣＩフォーマットが適用さ
れるキャリアの方向はダウンリンクキャリアＳＲＳ-専用ＲＮＴＩスクランブリングによ
り表示され、また、ＵＥダウンリンクキャリアのＴＰＣ一連番号が上位階層パラメータを
使用して決定される。
【００８８】
　以下では、ＤＬグラントのＴＰＣインジケータを使用するfc(i)の決定に対して説明す
る(すなわち、５.１.１.１の補正)。具体的には、fc(i)の算出で必要とするＵＬグラント
のＴＰＣはＤＬグラントのＴＰＣに代替される。例えば、ＤＬグラントがサービングセル
ｃで送信される場合には、ＤＬグラントのＴＰＣがfc(i)を算出するのに使用される。他
の例で、サービングセルｃのＤＬグラントがサービングセルｃで物理ダウンリンク共有チ
ャネル(Physical Downlink Shared Channel;ＰＤＳＣＨ）をスケジューリングする場合に
は、ＤＬグラントのＴＰＣがfc(i)を算出するのに使用される。ＤＬグラントのＴＰＣは
、もともと、物理アップリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel;ＰＵＣ
ＣＨ）の電力制御のために使用されるものであるが、ここではＳＲＳ電力制御のために使
用される。
【００８９】
　ＦＤＤダウンリンクキャリア及びアップリンクキャリアのＳＲＳ電力制御において、シ
ステムが処理のための同一のセルとしてＦＤＤダウンリンクキャリア及びアップリンクキ
ャリアを設定する場合、セルｃのアップリンクキャリア及びダウンリンクキャリアのＳＲ
Ｓ送信電力は次のように決定されることができる。
【００９０】
　サブフレームｉにおけるセルｃのダウンリンクキャリアのＳＲＳのＵＥ送信電力を仮定
すれば、PSRS,c,DL(i)は次の数式により定義される:
【００９１】
【数９】

【００９２】
　サブフレームｉにおけるセルｃのアップリンクキャリアのＳＲＳのＵＥ送信電力は、PS
RS,c,UL(i)で表示される。PSRS,c,UL(i)は、３ＧＰＰＴＳ３６．２１３ｖ１０．２．０の
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５．１．３におけるPSRS,c(i)と同等なものと定義されてもよい。
【００９３】
　対案的に、セルｃのダウンリンクキャリアの電力PSRS,c,DL(i)は、アップリンクキャリ
アのＰＵＳＣＨ電力制御パラメータに独立的である:
【００９４】
【数１０】

【００９５】
　その中でも、PO_PUSCH,c(j)は、３ＧＰＰＴＳ３６．２１３ｖ１０．２．０の５．１．
３における定義によって決定され、PLcは、５．１．１における定義によって決定される
。
【００９６】
　数式(３)及び数式(４)でPCMAX,c,DL(i), PSRS_OFFSET,c,DL(m), MSRS,c,DL及びαc,DL(
j)は、サービングセルｃのダウンリンクキャリアの電力制御パラメータである。３ＧＰＰ
ＴＳ３６．２１３ｖ１０．２．０の５．１．３におけるPCMAX,c,DL(i), PSRS_OFFSET,c,D
L(m), MSRS,c,DL及びαc,DL(j)の記述における“サービングセルｃ”を“サービングセル
ｃのダウンリンクキャリア”に切り替えることでPCMAX,c,DL(i), PSRS_OFFSET,c,DL(m), 
MSRS,c,DL及びαc,DL(j)を取得する。
【００９７】
　対案的に、PCMAX,c,DL(i), PSRS_OFFSET,c,DL(m)及び/又はαc,DL(j)の場合、上位階層
は、アップリンクキャリア及びダウンリンクキャリアに対するパラメータの２個のセット
を各々設定することなく、サービングセルｃに対するパラメータのセットを設定する(す
なわち、単に、PCMAX,c,DL(i), PSRS_OFFSET,c,DL(m)及び/又はαc,DL(j)だけが設定され
る)。従って、数式(１)及び数式(２)で、PCMAX,c,DL(i), PSRS_OFFSET,c,DL(m)及び/又は
αc,DL(j)は、PCMAX,c,DL(i), PSRS_OFFSET,c,DL(m)及び/又はαc,DL(j)に切り替えるこ
とができ、ここで、PCMAX,c,DL(i), PSRS_OFFSET,c,DL(m)及び/又はαc,DL(j)は、３ＧＰ
ＰＴＳ３６．２１３ｖ１０．２．０の５．１．３により定義される。
【００９８】
　fc,DL(i)は、サービングセルｃのダウンリンクキャリア電力制御調整値であり、この値
は、サービングセルｃのダウンリンクキャリアを表示するＤＣＩフォーマット３／３Ａの
ＴＰＣに対して、ＴＳ３６.２１３ｖ１０.２.０の５.１.１.１におけるfc(i)を入力する
ことによって取得されるか、又は５.１.１.１における算出に必要とするＵＬグラントの
ＴＰＣを、サービングセルｃのダウンリンクキャリアに対応するＤＬグラントのＴＰＣに
変えることによって取得される。例えば、対応するＤＬグラントのＴＰＣは、サービング
セルｃのダウンリンクキャリアで送信されるＤＬグラントのＴＰＣであるか、又はサービ
ングセルｃのダウンリンクキャリアデータをスケジューリングするＤＬグラントのＴＰＣ
である。
【００９９】
　要約すれば、端末がＳＲＳ電力制御情報を取得する時、ＳＲＳ送信が位置されるキャリ
アがアップリンクキャリアである場合、電力制御調整値fc(i)は、アップリンクキャリア
に対応するＤＣＩフォーマット３／３ＡのＴＰＣにより表示されるか、又はＵＬグラント
のＴＰＣにより表示されることができる。ＳＲＳ送信が位置されるキャリアがダウンリン
クキャリアである場合、電力制御調整値fc(i)又はfc,DL(i)は、ダウンリンクキャリアに
対応するＤＣＩフォーマット３／３ＡのＴＰＣにより表示されるか、又はＤＬグラントの
ＴＰＣにより表示されることができる。
【０１００】
　また、ＳＲＳ送信電力を決定してＳＲＳを送信する場合、幾つかの特別な環境が考慮さ
れる。以下では、ＳＲＳとＳＲＳ、ＳＲＳとＳＩＢ、ＳＲＳとページングのようなチャネ



(23) JP 2017-516396 A 2017.6.15

10

20

30

40

50

ル衝突に対して説明する。
【０１０１】
　ＦＤＤダウンリンクキャリア、ＦＤＤアップリンクキャリア及び他の集成キャリアがＳ
ＲＳを同時に送信し、シンボル内の全体ＵＥ ＳＲＳ送信電力が
【０１０２】
【数１１】

【０１０３】
より大きく、ここで
【０１０４】
【数１２】

【０１０５】
はサブフレームｉにおける線形値であり、PCMAXは３ＧＰＰＴＳ３６.１０１で定義される
場合、ＵＥは次のように説明される２種類方式を使用して、同一のシンボル内の全体ＵＥ
 ＳＲＳ送信電力が
【０１０６】

【数１３】

【０１０７】
より大きくならないことを保障できる。第１の方式によれば、ＵＥはダウンリンクキャリ
アにおけるＳＲＳ送信を取り消した後、アップリンクキャリアでＳＲＳ送信を実行するこ
とができ、これによって基地局がそのアップリンクキャリアＳＲＳの推定に基づいてＰＵ
ＳＣＨを効率的にスケジューリングできて、従ってＰＵＳＣＨの効率的な送信が保障され
ることができる。この場合、シンボルは単一キャリア周波数分割多重アクセス(Single Ca
rrier Frequency Division Multiplexing Access;ＳＣ－ＦＤＭＡ)シンボル及び/又は直
交周波数分割多重アクセス(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access;ＯＦ
ＤＭＡ）シンボルを指す。対案的に第２の方式によれば、シンボル内の複数のＵＥ集成キ
ャリアの全体ＳＲＳ送信電力が
【０１０８】

【数１４】

【０１０９】
より大きい場合、ＵＥはアップリンクキャリアにおけるＳＲＳ送信を取り消した後、ＳＲ
Ｓ送信をダウンリンクキャリアで実行することができる。一般に、ＦＤＤダウンリンクキ
ャリアにおけるＳＲＳ送信周波数はアップリンクキャリアにおけるＳＲＳ送信周波数より
小さく、従って、ダウンリンクキャリアにおけるＳＲＳ送信が取り消される場合、対応す
るダウンリンクチャネル特性が長い期間内に取得されない。
【０１１０】
　ＦＤＤダウンリンクキャリアが低いバージョンのＵＥをサポートする場合に(ここで、
低いバージョンのＵＥは、ＦＤＤダウンリンクキャリアにおけるＳＲＳ送信をサポートし
ないＵＥを指す)、ＳＲＳがＦＤＤダウンリンクキャリアで送信される場合、低いバージ
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ョンのＵＥは、ＳＲＳを送信するシンボルにおけるダウンリンクデータ送信を続けて推定
するようになり、これによって低いバージョンのＵＥのＰＵＳＣＨデコーディングエラー
が発生する。このような問題を防止するために、低いバージョンのＵＥは、ダウンリンク
データのサブフレームを受信することができ、また、ＵＥは、サブフレームにおけるＳＲ
Ｓ送信を実行しない。ダウンリンクデータ又はサブフレームはＳＩＢＩ(System Informat
ion Block)、ページング信号、マルチメディアブロードキャストシングル周波数ネットワ
ーク(Multimedia Broadcast Single Frequency Network;ＭＢＳＦＮ)サブフレーム、及び
/又は低いバージョンのＵＥのセ半永続スケジューリング(Semi-Persistent Scheduling;
ＳＰＳ）を送信するサブフレームを含む。
【０１１１】
　具体的には、ＦＤＤダウンリンクキャリアの何れかのサブフレームがＳＲＳを送信する
ように許可されるかをＵＥに知らせるために、基地局は、ＳＲＳの設定及びトリガーリン
グがどのサブフレームで許可されるかを上位階層シグナリングを通して(例えば、ビット
マッピング方式)ＵＥに通知できる。例えば、Ｍ個のサブフレームが１周期を設定する場
合、基地局はＵＥにＭ－ビット上位階層シグナリングを通知し、それぞれのビットは、周
期内の一つのサブフレームに対応する。サブフレームに対応するビットが０である場合、
ＳＲＳ送信は許可されない。この場合、Ｍの値は４０であり得る。
【０１１２】
　ブロック３０３で、基地局は、受信されたアップリンクサウンディング参照信号情報に
基づいてチャネル情報を取得する。
【０１１３】
　基地局は、受信されたアップリンクサウンディング参照信号によってアップリンクチャ
ネルを測定するか、又はチャネルフェーディング(channel fading）を推定する。また、
基地局は、対応するダウンリンクチャネルの測定又はチャネルフェーディング推定として
ある推定された値を設定できる。この場合、対応するダウンリンクチャネルはＳＲＳを搬
送するキャリアのダウンリンクチャネルである。空間観点で、対応するダウンリンクチャ
ネルはＳＲＳアップリンクチャネルを搬送するのに使用される複数のアンテナの間のダウ
ンリンクチャネルである。例えば、アンテナＡは、基地局側のアンテナであり、アンテナ
Ｂは端末のアンテナである。端末がアンテナＢを通してアップリンクＳＲＳを基地局のア
ンテナＡに送信する場合、アップリンクＳＲＳによって取得される、チャネル測定結果又
はチャネルフェーディング推定結果は、アンテナＢとアンテナＡ間のチャネル測定結果又
はチャネルフェーディング推定結果として設定されることができる。
【０１１４】
　対応するダウンリンクチャネル情報がＳＲＳを使用して取得される場合には、ダウンリ
ンクチャネル情報がダウンリンクチャネル情報の一部になり得ことを考慮し、従って、Ｓ
ＲＳチャネルは、ＵＥにより基地局に報告される他のチャネル測定結果又はチャネル推定
結果と組み合わせられることによって、完全なダウンリンクチャネル情報を形成できる。
この場合、ブロック３０２で、ＵＥは、基地局により発行されるダウンリンク参照シンボ
ルによって決定される、ダウンリンクチャネルのチャネル測定結果又はチャネル推定結果
を報告できる。例えば、ＳＲＳチャネルは、ダウンリンク参照シンボルに基づいてＵＥに
より測定され、また、チャネル品質の測定を構成するようにＵＥにより報告される、チャ
ネル品質インジケータ(Channel Quality Indicator;ＣＱＩ)と組み合わせられることがで
き、例えば、広帯域ＣＱＩがＳＲＳに基づいて測定され、下位帯域(subband)ＣＱＩがＵ
Ｅにより報告される場合に、基地局は、全体ＣＱＩを形成するためにＳＲＳにより測定さ
れる広帯域ＣＱＩとＵＥにより報告される下位帯域ＣＱＩを結合し、この全体ＣＱＩに基
づいてアップリンク及び/又はダウンリンクスケジューリングを実行する。
【０１１５】
　他の例では、ＵＥがＲＵ受信アンテナ及びＴＵ送信アンテナで構成される。一般に、Ｕ
Ｅ側の送信アンテナの個数は受信アンテナの個数より小さいか、又は同一である(すなわ
ち、ＴＵ≦ＲＵ)。従って、基地局はＳＲＳのチャネル推定に基づいて全てのダウンリン



(25) JP 2017-516396 A 2017.6.15

10

20

30

40

ク送信及び受信アンテナの間のチャネル推定を取得できないことがある。例えば、ＵＥは
２個のアンテナＢ及びＣで構成され、ここで、アンテナＢは、２-方式でデータを送信及
び受信することができ、アンテナＣはデータの受信しかできない。基地局は、受信アンテ
ナＡで構成される。基地局は、ＵＥにより送信されるアップリンクＳＲＳに基づいてアン
テナＡとアンテナＢ間のダウンリンクチャネル特性を推定できる。しかし、アンテナＡと
アンテナＣ間のダウンリンクチャネル特性は、アップリンクＳＲＳによって決定されない
場合もある。この場合、基地局は、ＵＥ受信アンテナのうちの一部のチャネル推定を報告
するようにＵＥに指示でき、ここでアンテナのうちの一部はＵＥの受信アンテナとして使
用され、送信アンテナ(すなわち、上記例ではアンテナＣ)としては使用されない。基地局
がその報告を受信する場合、基地局は報告されたアンテナのうちの一部(すなわち、アン
テナＣ）のチャネル情報をＳＲＳ(すなわち、アンテナＢとアンテナＡ間のダウンリンク
チャネル)によって推定されるチャネル情報と組み合わせし、対応するプリコーディング(
pre-coding)処理を実行する。
【０１１６】
　以下では、本発明の多様な例示的実施形態で説明された技術方式に対して幾つかの例示
的な実施形態を参照してより詳細に説明する。
【０１１７】
　第１の実施形態
　第１の実施形態は、ＦＤＤアップリンクキャリアのダウンリンク-アップリンクスイッ
チポイント周期が８ｍｓ周期によって設定される場合、セル固有のＳＲＳ送信におけるＳ
ＲＳサブフレームを決定するための方法に対して説明する。
【０１１８】
　ＦＤＤシステムのアップリンクキャリアがアップリンク信号及びダウンリンク信号を送
信できる場合には、ＦＤＤアップリンクキャリアのダウンリンク-アップリンクスイッチ
ポイント周期が８ｍｓ周期によって設定されることができる。＜表３＞～＜表５＞は、８
ｍｓダウンリンク-アップリンクスイッチポイント周期の例を図示しており、ここで“Ｄ
”はダウンリンク送信専用サブフレームを表し、“Ｕ”は、アップリンク送信専用サブフ
レームを表し、また“Ｓ”は特殊サブフレームを示す。
【０１１９】
【表３】

【０１２０】
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【表４】

【０１２１】
【表５】

【０１２２】
　ダウンリンク-アップリンクスイッチポイント周期が８ｍｓである場合、各無線フレー
ムは１０個のサブフレームを含む。ダウンリンク-アップリンクスイッチポイント周期が
８ｍｓであり、１０及び８の公倍数は４０であるから、全ての４個の無線フレームごとの
最初のサブフレームは８ｍｓスイッチポイント周期のサブフレーム０に合わせられる。例
えば、nfがフレームの一連番号であると仮定すれば、nfmod4=0を満足する無線フレームの
最初のサブフレームは８ｍｓスイッチポイント周期のサブフレーム０に合わせられる。こ
のような４個の無線フレームにより構成される構造は、無線スーパーフレームと称される
。
【０１２３】
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　以下では、ＦＤＤアップリンクキャリアのダウンリンク-アップリンクスイッチポイン
ト周期が８ｍｓによって設定される場合、サービングセルでセル固有のＳＲＳサブフレー
ムを設定するための方法に対して説明する。この場合、ＳＲＳは、単に特殊サブフレーム
及びアップリンクサブフレームのみで送信されると仮定される。
【０１２４】
　ブロック４０１で、端末はＳＲＳのセル固有の設定情報を取得し、セル固有のＳＲＳサ
ブフレームを決定する。
【０１２５】
　ＴＳＦＣ及びΔＳＦＣ各々は、セル固有のＳＲＳサブフレーム周期及びセル固有のＳＲ
Ｓサブフレーム絶対値であると仮定される。標準は、ＴＳＦＣ及びΔＳＦＣの値を定義す
る。＜表６＞はＳＲＳ-サブフレーム設定(SubframeConfig)が上位階層シグナリングによ
り表示される一例を示し、セル固有のＳＲＳサブフレームは、次の数式を満足する。
【０１２６】
【数１５】

【０１２７】
　この場合、ｎｓは、時間スロット(time slot）の一連番号である。この数式の物理的意
味は、各無線スーパーフレーム内で、セル固有のＳＲＳサブフレームは、周期ＴＳＦＣ及
びオフセットΔＳＦＣに従ってサブフレーム０から定められるということである。
【０１２８】
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【０１２９】
　ＴＳＦＣが４ｍｓである場合、ΔＳＦＣの値は０と３との間の整数であり得る。ダウン
リンク－アップリンクスイッチポイント周期内のアップリンク／ダウンリンクサブフレー
ム分布で、ΔＳＦＣの一部値に対応するサブフレームは、常にダウンリンクサブフレーム
である。ＦＤＤアップリンクキャリアのダウンリンクサブフレームがアップリンクシンボ
ルを搬送するように許可されない場合、このようなΔＳＦＣの値を設定することは不可能
である。例えば、＜表７＞に示す設定を使用すると、その値が０であるΔＳＦＣに対応す
るサブフレームがＳＲＳを送信することは不可能である。
【０１３０】
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【表７】

【０１３１】
　ブロック４０２で、端末は、決定されたセル固有のＳＲＳサブフレームによりアップリ
ンクサブフレームでリソースマッピングを実行する。
【０１３２】
　第２の実施形態
　本実施形態は、ＦＤＤアップリンクキャリアのダウンリンク-アップリンクスイッチポ
イント周期がサービングセル内で８ｍｓによって設定される場合、トリガーリングタイプ
が０であるＵＥ固有のＳＲＳサブフレームを設定するための方法に対して説明する。ＳＲ
Ｓは、単に特殊サブフレーム及びアップリンクサブフレームで送信されると仮定される。
８ｍｓダウンリンク-アップリンクスイッチポイント周期を設定するための方法は、第１
の実施形態のものと同一である。
【０１３３】
　ブロック５０１で、端末は、ＳＲＳトリガーリング情報を取得し、トリガーリングタイ
プが０であるＳＲＳサブフレームを決定する。
【０１３４】
　ＴＳＲＳ及びＴｏｆｆｓｅｔの各々は、トリガーリングタイプが０であるＵＥ固有のＳ
ＲＳサブフレームの周期及びサブフレームオフセットであると仮定される。標準は、ＴＳ

ＲＳ及びＴｏｆｆｓｅｔの値を定義する。＜表８＞は、ＳＲＳ設定インデックスＩＳＲＳ

が上位階層シグナリングにより表示される一例を図示し、トリガーリングタイプが０であ
るＵＥ固有のＳＲＳサブフレームは次の数式を満足する。
【０１３５】

【数１６】

【０１３６】
　このような数式の物理的意味は、各無線スーパーフレーム内で、トリガーリングタイプ
が０であるＵＥ固有のＳＲＳサブフレームは、周期ＴＳＲＳ及びオフセットＴｏｆｆｓｅ

ｔに従ってサブフレーム０から決定されるということである。この場合、ｎfは、無線フ
レームの一連番号であり、ksrsはスーパーフレームでＳＲＳを送信するシンボルの一連番
号を示す。
【０１３７】
　具体的に、ksrsの意味は次のように説明される。アップリンク/ダウンリンク設定の両
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方におけるアップリンクサブフレーム及び特殊サブフレームは、一つのサブフレームセッ
トを構成する。このようなサブフレームにおけるＳＲＳシンボルは、時間順に番号が付け
られ、一連番号の値はksrsである。この場合、各アップリンクサブフレーム又は特殊サブ
フレームは、一つ以上のＳＲＳシンボルを含むことができる。ＵＥ及び基地局は、事前に
各サブフレームに含まれるＳＲＳシンボルの個数を知ることができ、例えば、標準は、ア
ップリンクサブフレームが一つのＳＲＳシンボルを含み、基地局は、ＵＥに、特殊サブフ
レームが上位階層シグナリングを通じて一つ又は２個のＳＲＳシンボルを含むということ
を通知するものであると定義する。例えば、無線スーパーフレームにおけるｎ番目のサブ
フレームが無線スーパーフレームにおけるｍ番目のＳＲＳシンボルである一つのＳＲＳシ
ンボルを含むと仮定すると、ｎ番目のサブフレームにおけるＳＲＳシンボルのksrs値はｍ
である。無線スーパーフレームにおけるｎ＋１番目のサブフレームが２個のＳＲＳシンボ
ルを含むと仮定すると、このような２個のＳＲＳシンボルのそれぞれのksrs値はｍ＋１及
びｍ＋２である。
【０１３８】
　対案的には、ksrsの意味が次のように説明される。無線スーパーフレームにおけるサブ
フレームの全てはソートされる。各サブフレーム(アップリンクサブフレーム又はダウン
リンクサブフレームのうちの一つ)は、無線スーパーフレーム内のサブフレームインデッ
クスを有し、ksrsは無線スーパーフレーム内のサブフレームインデックスである。
【０１３９】
　対案的には、ksrsの意味が次のように説明される。ＵｐＰＴＳが２個のＳＲＳシンボル
を含めるものであると考慮すると、ＵｐＰＴＳ以前のサブフレームはＳＲＳシンボルを含
むことなく、ksrsは無線スーパーフレーム内のサブフレームインデッスであると定義され
る。例えば、ＵｐＰＴＳ以前のサブフレームはダウンリンクサブフレームであり、ダウン
リンクサブフレームはＳＲＳシンボルを含まないものと定義される。他の例では、ＵｐＰ
ＴＳ以前のサブフレームがアップリンクがサブフレームであり、アップリンクサブフレー
ムはＳＲＳシンボルを含まないものと定義される。
【０１４０】
【表８】

【０１４１】
　ブロック５０２で、端末はトリガーリングタイプが０である、決定されたＳＲＳサブフ
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レームでＳＲＳを送信する。
【０１４２】
　第３の実施形態
　本実施形態は、ＦＤＤアップリンクキャリアのダウンリンク-アップリンクスイッチポ
イント周期がサービングセルで８ｍｓによって設定される場合、トリガーリングタイプが
１であるＵＥ固有のＳＲＳサブフレームを設定するための方法に対して説明する。ＳＲＳ
は、単に特殊サブフレーム及びアップリンクサブフレームにのみ送信されると仮定される
。８ｍｓダウンリンク-アップリンクスイッチポイント周期を設定するための方法は、第
１の実施形態で説明された通りである。
【０１４３】
　ブロック６０１で、端末は、ＳＲＳ設定及びトリガーリング情報の上位階層シグナリン
グ及び物理階層シグナリングを取得し、トリガーリングタイプが１であるＳＲＳサブフレ
ームを決定する。
【０１４４】
　ブロック３０１における記述に従うと、端末はＳＲＳを搬送するキャリアを決定し、物
理階層シグナリングでＳＲＳを表示するビットフィールドにより、トリガーリングタイプ
が１であるＳＲＳを送信するか否かを決定する。また、端末は、上位階層シグナリングに
より、トリガーリングタイプが１であるＳＲＳサブフレームを送信するように決定する。
ＴＳＲＳ，１及びＴｏｆｆｓｅｔ，１の各々は、トリガーリングタイプが１であるＵＥ固
有のＳＲＳサブフレームの周期及びサブフレームオフセットであると仮定される。標準は
、ＴＳＲＳ，１及びＴｏｆｆｓｅｔ，１の値を定義する。図９は、ＳＲＳ設定インデック
スＩＳＲＳが上位階層シグナリングにより表示され、トリガーリングタイプが１であるＵ
Ｅ固有のＳＲＳサブフレームが次の数式を満足する一例を示す。
【０１４５】
【数１７】

【０１４６】
　このような数式の物理的意味は、各無線スーパーフレーム内で、トリガーリングタイプ
が１であるＵＥ固有のＳＲＳサブフレームが周期ＴＳＲＳ、１及びオフセットＴｏｆｆｓ

ｅｔ、１によってサブフレーム０から決定されることである。この数式で、ｎｆは、無線
フレームの一連番号であり、ksrsの意味は第２の実施形態で説明された通りである。
【０１４７】
【表９】

【０１４８】
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　ブロック６０２で、端末は、ブロック６０１の結果に基づいてトリガーリングタイプが
１であるＳＲＳサブフレームでＳＲＳを送信する。
【０１４９】
　第４の実施形態
　本実施形態は、ＳＲＳ電力制御方法に対して説明する。この場合、決定されたＳＲＳ電
力はダウンリンクキャリアに対するＳＲＳ電力であると仮定される。
【０１５０】
　ブロック７０１で、端末はＳＲＳ電力制御に関する情報を取得し、ＳＲＳ電力値を決定
する。
【０１５１】
　セルｃにおいて、サブフレームｉにおけるＳＲＳのＵＥ送信電力PSRS,c(i)は、
【０１５２】
【数１８】

【０１５３】
である。
　その中でもPCMAX,c(i), PSRS_OFFSET,c(m), MSRS,c, PO_PUSCH,c(j)及びαc(j)は、３
ＧＰＰ ＴＳ ３６．２１３ ｖ１０．２．０．の５．１．３における定義により定められ
る。fc(i)は、ダウンリンクキャリアに対応するサービングセルｃの電力制御値である。
ＦＤＤダウンリンクキャリアのＰＵＳＣＨをスケジューリングするＤＬグラントは、送信
器電力制御(Transmitter Power Control;ＴＰＣ)を含み、ＵＥ固有の補正値δPUCCHは、
ＴＰＣによって取得される。ＤＬグラントのＴＰＣフィールドとδPUCCHとの対応関係は
３ＧＰＰ　ＴＳ ３６.２１３ ｖ１０.２.０の５.１.１.１における表５.１.１.１-２によ
って決定される。δPUCCHが取得された以後には、fc(i)の値が５.１.１.１によって取得
される。上記の説明によれば、ＤＬグラントのＴＰＣはＦＤＤダウンリンクキャリアにお
けるＳＲＳ送信電力制御調整値を表示するために使用される。
【０１５４】
　ＦＤＤダウンリンクキャリア、ＦＤＤアップリンクキャリア、及び他の集成されたキャ
リアがＳＲＳを同時に送信し、また、シンボル内の全体ＵＥ ＳＲＳ送信電力が
【０１５５】
【数１９】

【０１５６】
より大きい場合、ＵＥは、w(i)を使用してサブフレームｉのシンボルにおけるＳＲＳ電力
線形値
【０１５７】
【数２０】

【０１５８】
及びサービングセルｃを加重処理し、ここで加重処理される値w(i)は次の制限事項を含み
、
【０１５９】
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【数２１】

【０１６０】
　ここで、０＜w(i)≦１である。その中でも、サブフレームｉでは
【０１６１】

【数２２】

【０１６２】
がPSRS,c(i)の線形値であり、
【０１６３】

【数２３】

【０１６４】
がサブフレームPCMAXの線形値であり、PCMAXは３ＧＰＰ ＴＳ３６．１０１で定義される
。
【０１６５】
　ブロック７０２で、端末は、上記決定されたＳＲＳ電力値によりＳＲＳを送信する。
【０１６６】
　第５の実施形態
　本実施形態はＳＲＳトリガーリングがトリガーリングタイプ１によって実行される場合
、ＳＲＳを送信するために使用されるキャリアの決定に対して説明する。
【０１６７】
　ブロック８０１で、端末は、トリガーリングタイプが１であるＳＲＳの設定及びトリガ
ーリング情報を取得し、ＳＲＳを送信するために使用されるキャリアを決定する。
【０１６８】
　ＤＣＩフォーマット０／４／１Ａ及び/又はＤＣＩフォーマット２Ｂ／２Ｃのような物
理階層シグナリングは、トリガーリングタイプが１であるＳＲＳの物理階層シグナリンで
あり得る。ＳＲＳを送信するために使用されるキャリアは、ＤＣＩフォーマット０／４／
１Ａ及び/又はＤＣＩフォーマット２Ｂ／２Ｃのようなスケジューリングデータが位置さ
れるキャリアによって決定される。すなわち、ＤＣＩフォーマット０／４/１A及び/又は
ＤＣＩフォーマット２Ｂ／２Ｃによりスケジューリングされる物理的アップリンク共有チ
ャネル(ＰＵＳＣＨ)/物理的ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）データが位置され
るキャリアがＳＲＳを送信するために使用されるキャリアである。
【０１６９】
　例えば、ＳＲＳ送信がＤＣＩフォーマット０／４でトリガーされ、ＤＣＩフォーマット
０／４がアップリンクキャリアのＰＵＳＣＨ送信をスケジューリングする場合、ＤＣＩフ
ォーマット０／４は、ＣＩＦに対応するアップリンクキャリアでＳＲＳ送信をトリガーす
る。他の例で、ＳＲＳ送信がＤＣＩフォーマット０／４でトリガーされ、ＤＣＩフォーマ
ット０／４がＣＩＦを含むことなく、ＤＣＩフォーマット０／４がサービングセルｃでア
ップリンクキャリアのＰＵＳＣＨ送信をスケジューリングする場合、ＤＣＩフォーマット
０／４は、サービングセルｃでアップリンクキャリアのＳＲＳ送信をトリガーする。他の
例で、ＳＲＳ送信がＤＣＩフォーマット１Ａ／２Ｂ／２Ｃでトリガーされ、ＤＣＩ１Ａ／
２Ｂ／２ＣがＣＩＦを含み、ＤＣＩフォーマット１Ａ／２Ｂ／２Ｃがアップリンクキャリ



(34) JP 2017-516396 A 2017.6.15

10

20

30

40

50

アのＰＤＳＣＨ送信をスケジューリングする場合、ＤＣＩフォーマット１Ａ／２Ｂ／２Ｃ
は、ＣＩＦに対応するアップリンクキャリアでＳＲＳ送信をトリガーする。他の例で、Ｓ
ＲＳ送信がＤＣＩフォーマット１Ａ／２Ｂ／２Ｃでトリガーされ、ＤＣＩフォーマット１
Ａ／２Ｂ／２ＣがＣＩＦを含むことなく、ＤＣＩフォーマット１Ａ／２Ｂ／２Ｃがサービ
ングセルｃでダウンリンクキャリアのＰＤＳＣＨ送信をスケジューリングする場合、ＤＣ
Ｉフォーマット１Ａ／２Ｂ／２Ｃは、サービングセルｃでダウンリンクキャリアのＳＲＳ
送信をトリガーする。
【０１７０】
　ＦＤＤアップリンクキャリア及びＦＤＤダウンリンクキャリアが同一のビングセルに属
し、ＦＤＤアップリンクキャリアがフレキシブルデュプレックスである場合は、クロスキ
ャリア(cross-carrier)ＰＤＳＣＨスケジューリングがサポートされる場合に、そのセル
及び相異なるセルのアップリンクキャリアとダウンリンクキャリアがＤＣＩフォーマット
１Ａ／２Ｂ／２Ｃでスケジューリングされることができる。従って、ＰＤＳＣＨ ＣＩＦ
は、３ビットで形成されてセルの一連番号を示す。同時に、ＳＲＳ(及び/又はＰＤＳＣＨ
)がアップリンクキャリア又はダウンリンクキャリアに位置されるか否かを表示するため
にＤＣＩフォーマットに１ビットが追加される。
【０１７１】
　ブロック８０２で、端末は、上記決定されたＳＲＳを送信するのに使用されるキャリア
でＳＲＳを送信する。
【０１７２】
　ブロック８０３で、基地局は、アップリンクＳＲＳのような受信された情報に基づいて
ダウンリンクチャネル情報を取得する。
【０１７３】
　以上、本発明は多様な好ましい例示的な実施形態に対して説明した。実際において、本
発明で説明された一つ以上の実施形態が採用され得る。
【０１７４】
　上述した方法に対応する、本発明の多様な例示的な実施形態がまた端末デバイス及び基
地局デバイスを説明し、これに対しは添付図面を参照して次のように説明される。
【０１７５】
　図５は、本発明の多様な実施形態による端末の構造を示す図である。端末は、構成モジ
ュール及びＳＲＳ送信モジュールを含むことができる。
【０１７６】
　構成モジュールは、ＳＲＳの設定及びトリガーリング情報を取得し、そのＳＲＳ設定及
びトリガーリング情報により、ＳＲＳの送信が位置されるキャリア及びサブフレームを決
定し、ＳＲＳ電力制御情報を取得してＳＲＳ電力値を決定することができる。この場合、
ＳＲＳの送信が位置されるキャリアは、ＦＤＤアップリンクキャリア、ＦＤＤダウンリン
クキャリア、又はフレキシブルデュプレックスのアップリンクキャリアである。
【０１７７】
　ＳＲＳ送信モジュールは、上記決定されたＳＲＳ電力値を有し、上記決定されたキャリ
ア及びサブフレームでＳＲＳを送信することによって、基地局がチャネル情報を推定する
ことができる。
【０１７８】
　図６は、本発明の多様な実施形態にしたがう、基地局の構造を示す図である。基地局は
、ＳＲＳ検出モジュール及びチャネル推定モジュールを含むことができる。
【０１７９】
　ＳＲＳ検出モジュールはフレキシブルデュプレックスのダウンリンクキャリア又はアッ
プリンクキャリアで端末により送信されるＳＲＳを検出できる。
【０１８０】
　チャネル推定モジュールは、ＳＲＳ検出モジュールにより検出されるＳＲＳによってチ
ャネル推定を実行し、また、ＳＲＳを搬送するアップリンクチャネルに対応するダウンリ
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ンクチャネルのチャネル情報として推定結果を構成することができる。本発明の実施形態
により、推定結果は、ＵＥにより報告されるチャネル情報と組み合わせられることで全体
チャネル情報を構成することができる。
【０１８１】
　本発明の多様な実施形態は、アップリンク/ダウンリンク送信をサポートするＦＤＤダ
ウンリンクキャリア及びアップリンクキャリアにおけるＳＲＳ送信に対して説明する。本
発明の実施形態によると、対応するキャリア上のＳＲＳが簡単かつ効率的に設定及び送信
され、これによってＦＤＤシステムがチャネル相互性を有すると共に大規模多重アンテナ
システムにさらに適合となる。本発明の多様な実施形態は、ＦＤＤシステムのアップリン
クキャリアがアップリンク信号及びダウンリンク信号を送信できる場合のＳＲＳ送信方法
及びデバイスを説明する。また、本発明の多様な実施形態に上記説明された上記技術方式
は既存のデバイス又はシステムに対する変更をほとんど発生させず、デバイスの互換性に
影響を与えない。
【０１８２】
　以上は、本発明の例示的な実施形態であり、本発明を制限するために使用されない。本
発明の思上及び原理下で行われる任意の修正事項、均等事項、改善事項などは本発明の保
護範囲内で含まれる。
【符号の説明】
【０１８３】
　　３０１，３０２，３０３　ブロック
　　４０１，４０２　サブフレーム

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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